
第
四
節

生

活

の

動

揺
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お
か
げ
ま
い
り
と
奈
良

伊
勢
神
宮
は
、
古
代
末
期
以
来
地
方
武
士
団
と
も
結
び

つ
き

つ
つ
あ

っ
た
が
、
室
町
幕
府
の
将
軍
が
代
々
従
者
を

つ
れ
て
参
宮
し
た
こ
と
も
契
機
と
な

っ
て
、
伊
勢
信
仰
は
武
士
の
間
に
広
ま

っ
た
。
ま
た
こ
の
時
代
、
畿
内
で
は

お

し

農
業
生
産
が
向
上
し
、
在
村
中
小
名
主
層
を
中
心
に
惣
と
呼
ぽ
れ
る
地
域
的
結
合
が
発
達
し
て
き
た
た
め
、
御
師

の
活
発
な
活
動
と
相

ま

っ
て
、
郷
村
の
な
か
へ
も
伊
勢
信
仰
が
浸
透
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
伊
勢
信
仰
を
も

つ
も

の
が
結
成
し
た
の
が
伊
勢
講
、
神
明
講
な

ど
と
よ
ば
れ
る
講
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
広
ま

っ
た
伊
勢
信
仰
は
、
も
は
や
皇
祖
神
信
仰
で
は
な
く
、
農
業
神
信
仰
で
あ
り
、
庶
民

の
幸
福
を
祈
る
た
め
の
神
と
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
伊
勢
信
仰
が
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
集
団
参
宮
が
十
四
世
紀
末
か
ら
畿
内
を
中

心

に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ぽ
長
禄
三
年

(一四五九
)
に
は
、
近
江

の
豪
族
京
極
智
秀
の
参
宮
に
従
者
が

五
〇
〇
〇
人

に
お
よ
ん
だ

と
い
い
、
天
文

二
十
二
年

(蓋
五三)
に
は
、
数
万
人
が
参
宮
し
た
と
い
わ
れ
る
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
伊
勢
踊
り
が
流
行
し
た
。

そ

の
発
端
は
、
慶
長
十
九
年

(
ニハ一四)
八
月
で
、

踊
り
の
発
生
地
は
南
伊
勢
で
あ

っ
た
。
そ
の
状
況
に
つ
い
て
は

『伊
勢
考
古
録
』
に
よ
る
と
、
伊
勢
神
宮
の

「
踊
ヲ
興
行
ス
ベ
シ
」
と
の
ご
託
宣
が
伝
わ
る
と
、
人

々

は

「
御
幣
」
を
も
ち
絹

の
小
袖
を
着
て
踊
り
ま
わ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
伊
勢
踊
り
は
や
が
て
畿
内

・
四
国

・
東
海

地
方

へ
と
ひ
ろ
ま

っ

た
。

『
当
代
記
』

の
九
月
十
四
日
の
条
に

「
モ
ハ
ヤ
此
比

ハ
、
京
、
大
和
、
近
江
、
美
濃
モ
踊
ヲ
致
ス
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
九
月
に

は
大
和
に
も
伊
勢
踊
り
が
お
よ
ん
で
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
と
き
の
踊
り
は
翌
年
に
な

っ
て

も
や
ま
な
か

っ
た
。

「
山
本
豊

伊

勢

講

と

伊

勢

踊

り
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き
き

ん

久

私
記

L

は

、
伊

勢

踊

り
が

流

行

し

た
背

景

と

し

て
、

神

宮

の
神

官

が

関

与

し

た

こ
と

、

飢

饉

、

疫

病

な

ど

の
災

厄

か
ら

の
が

れ

た

い

と

い

う
農

民

の
願

い
が

あ

っ
た

こ

と

を
説

く

と

と
も

に
、

伊

勢

踊

り
が

幕

府

に

よ

っ
て
禁

止

さ

れ

た

に
も

か
か

わ

ら
ず

ひ

そ

か

に

つ
づ

い

た

こ

と

を
伝

え

て

い

る
。

奈

良

の

よ
う

す

に

つ

い

て

は

「
尋
尊

大
僧

正
記

」

(帖
狄
環
醸
齟
畑
齢
配
も
)に

、

つ
ぎ

の

よ
う

に
記

さ

れ

て

い
る

。

九

月
二
十
四
日

日
本
国
中

ニ
ヲ
ド

ル
事

ハ
ヤ

ル
、
以
外
也
、
南
都

二
而

ハ
毎
日
二
町

三
町

ツ

・
ウ
ジ
神

ヲ
ド

リ
上

ル
也
、
伊
勢

ノ
ヤ
マ
ダ

ヨ
リ
ヲ

ド
リ
初

ル

(下
略
)

九
月
二
十
五
日

水
門
村

ヨ
リ

ハ
八
幡
宮

ヲ
ド
リ
上

ル
、

カ
サ
フ
グ
十
五
本

ヨ
ロ
イ
人
八
人

ヲ
ド
リ

コ
ニ
十
四
人

ケ
イ
ゴ
四
五
十
人

(下
略
)

九
月
二
十
六
日

(前
略
)
イ

マ
ザ
イ
ケ

・
ク
ボ
両
町

ヨ
リ
八
幡
宮

ヲ
ド

リ
上

ル
、

上
ノ
籠
門

ノ
下

タ

ニ
而
ヲ
ド

ル
也
、
雨
天

九

月
二
十
七
日

ハ
ン
ダ

・
ヲ
シ
上

・
テ

ン
ガ
イ

:
ミ
ヤ

ツ
ミ
四
町

ヨ
リ
ヲ
ド
リ
上

ル
山

ナ
ン
ト
在
以
外
之
儀
也
、
半

日
雨
天

奈

良

の
東

部

の
水

門

村

・
今

在

家

町

・
久

保

町

・
半

田

町

・
押

上

町

・
手

貝

町

(贓
宝
口)な

ど

で
伊

勢

踊

り
が

流
行

し

た

こ
と
が

知

ら
れ

る
。第

二
回

の
流

行

は
、

元
和

七
年

(
一山ハ三
)

か
ら

翌

八
年

に
か

け

て

で

あ

っ
た

。

「
二
条

宣

乗

記

」

の
元
和

八
年

二
月

二
十

四

日

の
条

に

「
此

中

、

里

々
伊

勢

ヲ

ト

リ
有

レ
之
、

京

都

、

奈

良

、

堺

へ
踊

下
申

候

」

と
あ

っ
て
、

奈

良

で
も

踊

り
が

は

や

っ
た

こ
と

が

う

か
が

わ

れ

る

。

「
尋

尊

大

僧

正

記

」

に

は
、

つ
ぎ

の

よ
う

に
記

さ

れ

て

い
る
。

三
月

七
日

今
度
世
間

ニ
ヲ
ト

ル
事

ア
リ
、
北
御
門

ヨ
リ
八
幡
宮

ヘ
ヲ
ト

ル
、
籠
門

ノ
下

二
而

ヲ
ト
ル

(下
略
)

三
月

九
日

ヲ
ト
リ
六
八
十
、

大
ト
リ
井
松

ノ
下

へ
上

ル
僧
衆

[

【皆

々
見
物
也

三
月

十

日

八
幡
宮

へ
般
若
寺

ヨ
リ
ヲ
ト
リ
上

ル
、
学
侶
両
堂

ノ
寺
僧
北

ノ
御
廊

ノ
ヱ
ン
ニ
而
見
物

(下
略
)

三
月

十

一
日

ヲ
ト
リ

三
月

十
三
日

高
天
市

ナ
ト

ヨ
リ
踊

二
八
十
、
松
下

へ
上

ル
ヲ
見
物

三
月

十
五
日

巳
ノ
刻
過

二
、

ハ
ン
タ
十

二
町

ヨ
リ
社
頭
江
踊

リ
上

ル

(
下
略
)
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そ
の
後
も
、
寛
永
元
年

(
ごハニ四)
、
同
十
二
年

(二
全
五)
、
承
応
二
年

(ニ
ハ五三)
、
延
宝
六
～
七
年
(
沃
枇
畆
)に
、

伊
勢
踊
り
が
流
行
し

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
寛
永
の
と
き
も
幕
府

に
よ

っ
て
禁
止
令
が
発
布
さ
れ
た
。
そ

の
理
由
は
、
伊
勢
踊
り
を
凶
兆
と
見
た
こ
と
と
、
そ
れ
が

人
馬
の
疲
弊
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
あ

っ
た
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
伊
勢
踊
り
は
、
民
衆
が
支
配
者
の
禁
令
を
は
ね
の
け
自
発
的
に
お

こ
な

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

奈
良
に
関
す
る
近
世
の
伊
勢
講
や
御
師

の
活
動
に
つ
い
て
は

「
山
本
平
左
衛
門
忠
辰
日
並
記
目
録
」
(以
下
、
「山
本
日

並
記
」
と
い
う

)
に
つ
ぎ

の
よ
う

な
記
事
が
み
え
る
。

貞
享
三
年

一
月
十
九
日

伊
勢
講
ヲ
営
ム

貞
享
三
年
閏
二
月
二
十
日

伊
勢
参
宮

元
禄
五
年
三
月
五
日

当
村
伊
勢
参
発
足

累
年
所
レ催
之
講
参
也

元
禄
十
二
年
十
一
月
十
五
日

伊
勢
御
師
村
山
掃
部
使
者

享
保
二
年
八
月
十
八
日

伊
勢
御
師
代
替
檀
那
中
謁
見

ま
た

「
三
条
村
記
録
」
に
も
、
伊
勢
講
が
結
成
さ
れ
て
い
た
記
事
が
み
え
る
し

「律
令
雑
記
」
(覊
籬
綴
謎
)
の
な
か
の

「
奈
良
奉
行

所
公
用
帳
」

の
安
永
九
年

(
一七八〇)
九
月
四
日
に
は
、

添
上
郡
柿
本
村

の
重
兵
衛
方
で
、

御
師
の
岩
崎
織
部
大
夫
が
病
気
で
死
亡
し
た

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
述
べ
る

「
お
か
げ
ま
い
り
」
は
、
こ
う
し
た
伊
勢
講
や
伊
勢
踊
り
が
背
景
に
な

っ
て
お
こ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

江
戸
時
代
を
通
じ
て
民
衆
の
伊
勢
参
宮
は
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
平
年
の
参
宮
人
数
は
二
〇
万
な
い
し

五
〇
万
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
宝
永

・
明
和

・
文
政
な
ど

の
と
き
に
は
、
二
〇
〇
万
～
五
〇
〇
万
の
群
衆
が
短
期

間
に
集
団
参
宮
し
た
。
こ
れ
を
世
に

「
お
か
げ
ま
い
り
」
と
い

っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
主
な
も
の
は
つ
ぎ
の
年
で

宝
永

の
お
か
げ

ま

い

り

272



第三章 奈良町の盛衰

あ

っ
た
。

慶
安
三
年

(宍
五〇)

宝
永
二
年

(一七〇五)

享
保
三
年

(一七
天
)

享
保
八
年

(
耋
三)

明
和
八
年

(一薑

)

文
政
十
三
年

(天
三〇)

慶
応
三

年

(天
六七)

『
武
江
年
表
』
に
よ
る
と
、
江
戸

の
町
で
伊
勢

へ
の
群
参
が
み
ら
れ
る
の
は
、
寛
永
十
五
年

(
一六三八)

慶
安
三
年

(宍
吾
)

寛
文

元
年

(コ
ハ室
)

宝
永
二
年

(宅
〇五
)

享
保
三
年

(一七
穴
)

明
和
八
年

(宅
七
一)

文
政
十
三
年
(吠
蘇
玩
碑
)
の

七
回
と
し
て
い
る
が
、

大
和
の

「
お
か
げ
ま
い
り
」

は
こ
の
ほ
か
、
安
政

二
年

(天
五五)
と
慶
応
三
年

(天
六七)
の
二
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

な
お

「
お
か
げ
ま
い
り
」
と
い
う
呼
称
の
初
見

に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、

本
居
宣
長
は

宝
永
二
年

(一七〇
五)
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
ま
た
大
規
模
な
全
国
民
的
大
巡
礼
運
動
に
な

っ
た
の
は
、
宝
永

.
明
和

.
文
政

の
年

の
「
お
か
げ
ま
い
り
」
で
あ

っ
た
。

宝
永
二
年

(
一七〇五
)
の

「
お
か
げ
ま
い
り
」
に
つ
い
て
は
、

本
居
宣
長
が

『
玉
勝
間
』
に

「伊
勢

の
お
蔭
参
」
と
し
て

「宝
永
二
年

伊
勢

の
大
神
宮
に
、
お
か
げ
参
と
て
、
国
々
の
人
ど
も
お
び
た
だ
し
く
ま
う
ず
る
事

の
あ
り
し
、
(中
略
)四
月
上
旬

よ
り
京
并
に
五
畿
内

の
人
、
ぬ
け
参
宮
と
い
う
事
あ
り
」
と
記
し
、
参
宮
人
の
総
人
数
を
四
月
九
日
か
ら
五
月
二
十
九
日
ま
で
の
五
〇

日
間
に
三
六
二
万
と

し
て
い
る
。
ま
た

『
伊
勢
太
神
宮
続
神
異
記
』
に
は
、
閏
四
月
九
日
か
ら
五
月
二
十
八
目
ま
で
の
日
々
の
人
数
が
記
し
て
あ

っ
て
、
総

人
数
三
三
〇
万
な
い
し
三
七
〇
万
人
と
し
て
い
る
。
『元
禄
宝
永
珍
話
』
に
は

「
洛
中
童
男
童
女
七
、
八
歳
よ
り
十
四
、
五
歳

に
至
り
、

貧
富
を
論
ぜ
ず
、
抜
参
り
を
致
す
事
夥
し
」
と
の
べ
、

『
百

一
録
』
に
も
同
様

の
記
事
が
み
え
る
。

「
山
本
日
並
記
」
に

四
月
九
日

武
朝
、
明
日
伊
勢
参
宮
…
…

四
月
十
七
日

大
神
宮
抜
参
流
行
、
京
都
児
童
毎
日
三
千
余
人
…
…

五
月
十

一
日

伊
勢
抜
参
、
今
朝
…
鉢
伏
峠
越
…
…

五
月
十
二
日

伊
勢
御
祓
自
虚
宮
…
…
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と
記
し
、
抜
参
り
す
る
群
衆
が
東
山
中
を
通

っ
て
伊
勢
参
宮
を
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

「抜
参
り
」
と
い
う
の
は
、
親
や
主
人

に
無
断
で
往
来
手
形
も
持
た
ず
、
着
の
み
着
の
ま
ま
伊
勢
神
宮
を
さ
し
て
群
参
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
お
か
げ
ま
い
り
」
す
る
も
の
は
、
抜
参
り
が
多
く
、
旅
の
用
意
は
何

一
つ
せ
ず
に
飛
び
出
し
た
た
め
、
道
中

は
付
近
の
町
や
村
の

せ
ぎ
よ
う

人
々
の
援
助
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
援
助
を

「施
行
」
と
い
う
。
京
都
で
も
大
坂
で
も
富
裕
な
人
々
が
、
米
や
銭

・

手
拭

.
杖

.
わ
ら
じ

.
薬
な
ど
の
金
品
を
参
宮
者
に
施
行
し
た
と
い
う
し
、
伊
勢
街
道
で
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
無
料
宿
泊
所
が
設
け
ら

れ
、
伊
勢
の
山
田
で
は
仮
小
屋
を
建
て
、
飯

・
粥

・
餅

・
茶
な
ど
を
施
与
し
た
と
い
わ
れ
る
。

奈
良
町
は
、
京
都
や
大
坂
方
面
の
参
宮
人
が
通
行
す
る
道
で
あ

っ
た
の
で
、
こ
の
と
き
も
多
勢
の
参
詣
者
が
奈
良

に
宿
泊
し
た
。
た

と
え
ぽ
、

「奈
良
奉
行
所
町
代
諸
事
控
」
(轗
皺

鍵
齦
立
)
に
よ
る
と
、

宝
永
二
年

(一七〇五)
五
月
五
日
と
六
日
に
宿
泊
し
た
町
の
名

と

人
数
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

五
月
五
日九

〇
五
人

樽
井
町

五
五
〇
人

今
御
門
町

二
五
人

押
上
町

七
二
人

今
小
路
町

四
人

手
貝
町

九
人

今
在
家
町

五
七
人

元
林
院
町

計

一
六
二
二
人

旅
籠
代

一
人
二

一
匁
八
分
よ
り
八
分
ま
で

木
賃
代

一
人
二

五
分
よ
り
二
分
ま
で

五
月
六
日=

〇

一
人

樽
井
町

六
〇
三
人

今
御
門
町

二
六
人

押
上
町

一
四
二
人

今
小
路
町

一
二
入

手
貝
町

九
人

今
在
家
町

一
五

一
人

元
林
院
町

計

二
〇
四
七
人
(弉

坊
○の
騰
醇
黛
給
婿
甜
る
)

こ
れ
に
よ
る
と

「
旅
籠
代
」
と
か

「
木
賃
代
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
町
で
の
宿
泊
は
、
無
料
宿
泊
で
は
な

か

っ
た

よ
う

で

あ

る
。
無
料
宿
泊
で
な
い
と
す
れ
ば
、
宿
泊
料
そ
の
ほ
か
で
右

の
町
々
は
、

一
時
的
に
せ
よ
か
な
り
の
収
益
を
あ
げ
た
こ
と
に
な
る
。
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こ
れ
に
よ
る
と
、
参
宮
者
は
四

一
四
四
人
に
達
し
、
そ
の
う
ち
、
男
子
が
女
子
に
く
ら
べ
や
や
多
く
な

っ
て
い
る
。
な
お
、

一
五
歳
以

下
の
男
女
も
比
較
的
多
く
参
詣
し
て
い
る
。
参
詣
し
た
時
期
は
、
四
月
と
五
月
に
集
中
し
て
い
る
。

表72宝 永2年(1705)奈 良町か らの参宮者数

月 日 陬 別「合計人1男入 騨 劑 女人 鮃 蕨

閠4.1～ 閏4.29

〃

5.1^-5.3

〃

5.4～5.8

〃

5.9^-5.13

〃

5.14^-5.19

〃

5.20^-5.25

〃

5.26^-6.1

〃

6.2^-6.6

〃

6.9～6.13

〃

6.14^-6.19

〃

町方

寺下

町方

寺下

町方

寺下

町方

寺下

町方

寺下

町方

寺下

町方

寺下

町方

寺下

町方

寺下

町方

寺下

小 計

〃

町方

寺下

合 計

1,246

377

36

7

979

222

268

187

368

145

193

31

23

23

4

7

3

5

17

3

3,ユ37

1,007

4,144

764

184

ユ6

3

507

ユ12

131

85

189

70

77

17

14

ユ1

2

6

3

4

16

2

304

43

10

1

83

27

25

18

36

15

14

2

3

2

1,719

494

472

ユ11

2,2ユ3 583

482

193

20

4

472

110

137

102

179

75

116

14

9

12

2

1

1

1

1

183

60

9

2

101

26

15

15

45

15

27

2

5

1,418

513

380

125

な

お
、

前
掲

文

書

に

よ

る

と
、

宝

永

二
年

(
一七〇
五
)
に
奈

良

町

か

ら

の
参

宮

者

数

は
表

72

の

よ
う

に
な

っ
て

い
る

。

1,931 505
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明
和
八
年

(一薑

)
の

「
お
か
げ
ま
い
り
」
は
、
同
年

の
三
月
上
旬
に
丹
後

の
田

辺
(鋤
瞰
砌
)
付
近
に
は
じ
ま

っ
た

が
、

一
時

は
お
と
ろ
え
た
。
と
こ
ろ
が
四
月
十

一
日
に
南
出
城
に
再
発
し
、
や
が
て
近
畿

一
円
か
ら
中
国

・
四
国

.
北
九
州

.
中
部

・
関
東

へ
と
ひ
ろ
が
り
、
お
よ
そ
五
か
月
間
も
つ
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

参
宮
人
数
は
、

『明
和
続
後
神
異
記
』
に
よ
る
と
四
月
八
日
か
ら
八
月
九
日
ま
で
に
約
二
〇
〇
万
人
と

い
わ

れ

る
。

『翁
草
』
に

は
、
四
月
十

一
日
か
ら
五
月
九
日
ま
で
、
伊
勢
内
宮
に
お
い
て
御
祓
を
授
与
し
た
人
数
が
約

二
二
五
万
と
記
し
て
い
る
。

奈
良

の
よ
う
す
に
つ
い
て
は

「
井
上
町
中
年
代
記
」
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

「
お
か
げ
ま
い
り
」
が
お
こ
る
ま

、兄
に
奇
瑞
が
お
こ

っ
た
と
い
う
。
丹
後
国
の
奇
瑞
に
つ
い
て
は
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
山
城
国

の
奇
瑞
に
つ
い
て
は

「十
歳
す
ぎ
の

子
供
二
人
が
突
然
行
方
不
明
に
な
り
心
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
や
が
て
帰
宅
し
た
の
で
、
親
が
事

の
な
り
ゆ
き
を
尋
ね
る
と
、
二
人
は

門

口
ま
で
白
馬
に
乗

っ
て
来
た
と
い
う
の
で
、
す
ぐ
さ
ま
門
ロ
へ
出
て
み
る
と
、
白
馬
は
み
え
な
い
が
門
口
の
柱

に
御
祓
が
貼
付
し
て

あ

っ
た
」
と
い
う

の
で
あ
る
。

御
祓
が
降
下
し
た
と
い
う
う
わ
さ
は
、
た
ち
ま
ち
各
地
に
ひ
ろ
ま
り
、
人

々
は
お
か
げ
年
の
ご
利
益
に
あ
ず
か
ろ
う
と
し
て
競

っ
て

伊
勢

へ
参
宮
し
た
。
そ
の
様
相
に
つ
い
て
は

『荒
蒔
村
年
代
記
』
に

「去
ル
卯
四
月
中
旬
よ
り
、
伊
勢
大
神
様

へ
お
か
げ
ま
い
り
は
じ

ま
り
、
所
々
へ
御
は
ら
い
被
レ成
候
而
、
其
よ
り
人
々
参
宮
仕
候
、
当
国
は
申

二
不
レ及
、
国
々
よ
り
参
詣
お
び
た
だ
敷
御
座
候
」
と
あ

り
、
奈
良
町
の
人
々
の

「
お
か
げ
ま
い
り
」
に
つ
い
て
は

「井
上
町
中
年
代
記
」
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(抜
力
)

(四
月
)中
旬
よ
り
下
旬
至
り
当
所
江
移
り
、
奈
良
町
々
二
祓
参
り
な
き
町
も
無
候
様
二
参
り
候
。
町
二
よ
り
候
ハ
・
、
家
並
二
参
り
候
事
。
老
若
男

女
子
供
之
無
レ差
別
、
女
者
血
の
ミ
子
を
い
た
き
、
又
者
抜
、
何
時
か
ら
と
申
事
な
く
、
仕
か
く
悪
敷
又
ハ
暮
し
兼
幌
も
の
者
、着
儘
二
而
其
外
何

之
用
意
も
不
レ致
出
候
事
阿
ま
た
有
之
、
左
候
得
共
、
施
行
等
多
く
有
、
何
之
不
自
由
も
な
し
二
安
々
帰
宅
い
た
し
躰
多
く
有
之
、
凩
三
存
寄
一
子

(案
)

供
出
、
又
者
内
儀
抔
右
ヲ
子
連
レ
出
ル
ニ
付
、
跡
二
而
安
し
、
子
供
ハ
其
親
内
儀
者
亭
主
跡
よ
り
路
銀
ヲ
以
追
掛
ケ
、
追
付
渡
し
可
申
と
い
ふ
て

明
和

の
お
か
げ

ま

い

り
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出
て
ハ
、
同
直
二
参
り
候
躰
之
事
二
候

奈
良
町
で
も
老
若
男
女
の
多
く
が
、
着

の
み
着

の
ま
ま
で
、
子
は
親
に
妻
は
夫
に
無
断
で
飛
び
出
し
、
道
中
各
地
で
施
行
を
う
け
、

何
の
不
自
由
も
な
く
参
宮
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
親
や
夫
が
家
を
出
た
子
供
や
妻
の
身
を
安
じ
、
後
か
ら
路
銀
を
も

っ

て
追
い
か
け
る
も
の
も
あ

っ
た
と
い
う
か
ら
、
た
い
へ
ん
な
騒
ぎ
で
あ

っ
た
こ
と
に
は
ち
が
い
な
い
。

森
壷
仙
の

『
い
せ
参
御
蔭
之
日
記
』

に
は
、
奈
良
か
ら
の
「
お
か
げ
ま
い
り
」
は
、
四
月
二
十
日
に
は
じ
ま

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

奈
良
町
は
大
坂
や
京
都
方
面
か
ら
の
参
宮
者
で
混
雑
し
た
。

『摂
陽
奇
観
』

の

「伊
勢
参
宮
奈
良
泊
人
数
書
」

に
よ
る
と
、
四
月
二

十
六
日
か
ら
五
月
十
四
日
ま
で
の
宿
泊
者
は
表
73
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、奈
良
町
に
、
一
日
平
均
約
八
万
人
が
宿
泊
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
前
掲
書
に
宿
泊
に
と
も
な
う
諸
費
用
と
し
て
、

此
人
数
壱
人
前

一
日
米
五
合
宛
に
し
て
、
高
七
九
四
三
石
七
斗
九
升

右
之
米
七
拾
匁
か
へ
に
し
て
、
代
銀
五
五
六
貫
六
二
匁
五
分

又
、
壱
人
前
小
遣
ひ
、

一
日
五
分
に
し
て
、
高
七
九
四
貫
三
七
五
匁

一
人
前
木
賃
、

三
分

に
し
て
、
高

四

一
六
貫

六
二
五
匁
、
三
口
〆

一
日
之
入
用
、
高

一
八

二
七
貫
六
二
匁

五
分
、
八
日
之
道
中
積

り
に

て
、
惣
銀
高

一
万
四
六

一
六
貫

五
〇
〇
目

と

し

て

い
る

。

「
お

か
げ

ま

い

り
」

は
、

奈

良

の
町

に
も

多

大

の
利

益

を
も

た

ら

し

た

こ
と

が

う

か
が

え

る

。

な

お

「
井

上

町

中
年

代

記

」

に

は
、

奈

良

表73

伊勢参宮奈良宿泊人数

月 日i人 数

人
1,130

4,220

13,750

97,320

79,030

113,600

92,008

125,000

35,750

183,430

160,410

183,430

100,060

93,000

89,050

93,000

39,100

91,010

8,610

4月26日

4月27日

4月28日

4月29日

4月30日

5月1日

5月2日

5月3日

5月4日

5月5日

5月6日

5月7日

5月8日

5月9日

5月10日

5月11日

5月12日

5月13日

5月14日
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町

の
混
雑
ぶ
り
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
大
坂

・
堺

・
尼
崎

・
兵
庫
な
ど
か
ら
多
数

の
参
宮
者
が
奈
良
町
を
お
と
ず
れ
、
道
路

を
横
断
で
き
な
い
ほ
ど
の
混
雑
で
五
月
六
日
は
と
く
に
人
出
が
多
か

っ
た
。
町
は
春
日
社
や
大
仏
さ
ん
の
参
詣
老

で
あ
ふ
れ
、
さ
い
銭

が
七
〇
～
八
〇
貫
文
か
ら

一
〇
〇
貫
文
近
く
も
あ

っ
た
。
あ
ま
り
多
勢

の
も

の
が
諸
国
よ
り
入
り
込
ん
で
き
た
の
で
、
仲
間
に
は
ぐ
れ

た
り
宿
屋
で
と
ま
れ
な
い
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
。
奈
良

の
奉
行
所
か
ら
難
渋
者
が
出
な
い
よ
う
、
す
す
ん
で
宿
を
提
供
せ
よ
と
の
触
が

あ
り
、
町
に
も
報
謝
の
観
念
が
強
ま
り
宿
を
す
す
ん
で
提
供
し
た
。
井
上
町
で
は
、
四
月
二
十
九
日
会
所
で
四
八
人
、
ほ
か
で
三
九
人

を
泊
め
、
四
月
三
十
日
に
は

一
七
〇
人
を
泊
め
た
。
北
方

の
大
き
な
町
で
は
三
〇
〇
～
四
〇
〇
人
も
泊
め
た
と
い
う
う
わ

さ

が

あ

っ

う
ち

わ

た
。
ま
た

コ

乗
院
御
用
日
記
L
に
も
同
様
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
町
民
が
参
宮
人
に
対
し
て

「飯

.
銭

.
団
扇
な
ど
思
い

思
い
に
施
し
」
た
と
伝
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
態
が
あ
ま
り
長
期
に
わ
た
る
と
、

い
ろ
い
ろ
問
題
が
お
こ

っ
て
き
た
。
「井
上
町
中
年
代
記
」
に

「
五
月
中

ハ
、右
之
参

そ
れ

の
み

コ

リ

ニ
而
、
夫
已

二
掛
リ
、
商
売
等
も
外

二
成
リ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
商
売
が
お
留
守
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
ぽ
あ
い
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
森
壷
仙
の

『
い
せ
参
御
蔭
之
日
記
』
に
よ
る
と
、

一
時
に
多
数

の
人

々
が
通
行
し
た
の
で
物
資
が
不
足
し
て
物
価
が
高

騰
し
た
り
、
信
仰
の
た
め
の
参
宮
と
い
う
よ
り
は
施
行
を
め
あ
て
の
参
宮
や
、
道
中
物
乞
い
を
し
た
り
盗
み
を
は
た
ら
く
も
の
が
あ
ら

わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。

当
時
の
支
配
者
は
、
も
と
も
と

「
お
か
げ
ま
い
り
」

に
み
ら
れ
る
集
団
行
動
に
警
戒
心
を
も
ち
、

「
抜
参
り
」

に
み
ら
れ
る
違
法
行

為
を
禁
止
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
何
回
禁
止
令
を
出
し
て
も
抜
参
り
は
や
ま
な
か

っ
た
。
き
び
し
い
封
建
社
会

の
な
か
で
、
民
衆

は
ひ
と
と
き

の
解
放
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
和
の

「
お
か
げ
ま
い
り
」
が
、
大
規
模
か
つ
長
期

に
わ
た

っ
た
の
は
、
明
和
五
年

(
一七六八
)
か
ら
八
年

(一七七
一)
に
か
け
て
百
姓

一

揆
が
頻
発
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
封
建
支
配
者
が

「
お
か
げ
ま
い
り
」
に
た
い
し
て
き
び
し
い
禁
圧
を
し
な
い
で
、
む
し
ろ
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文 政13年 お か げ ま い りの図

明和八 年のおかけ まい りよ り今文政十三年 にて六十年 目な り、此 度のおかけまい り阿波

の国 より始 り、夫 よ り西 国す じおびたsし き参詣 にて、大坂 より南 ハどの海道 も町h村

々貴賤をえ らハす 、家一はい泊 り人 あ り、近国 ハ勿論大坂 より西御は らひのふ りた る事

明和 の時 より多 くして奇瑞 こ とにあらた な り、大坂 ・伊賀 ・大和 ・伊勢の施行馬駕仰 山

なる事 にて握 め し、 加口紙わ らんず所 々にほ どこし場有、其外米銭ハ我一に とめ ぐむ事

おふ方 な らず 、は ぐれ まよい子 の世話場十数 ケ所 あ り、誠 二めづ らしき次第也、一 日の

さんけ い凡二十 四五万人 とい ふ(天 理図書館蔵)

救
助

措

置

を

と

っ
た

の
は
、

そ

れ
が

百

姓

一
揆

に

結

び

つ
く

の
を

お

そ

れ

た

か
ら

で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

文

政

十

三
年

(
一八三
〇
)

に

も

「
お

か
げ

ま

い

り
」

が

お

こ

っ
た
。

文

政

年

間

は

い
わ

ゆ

る
化

政

期

の
腐

敗

し

た
大

御

所

政

治

が

生

み
だ

す

さ

ま

ざ

ま

な

矛

盾

が

激

化

し

た
時

代

で
あ

っ
た

。

そ

の
う

え

、

干

ぽ

つ

や

風

水

害

が

あ

い

つ
ぎ

「
お

か
げ

ま

い
り

」

も

明

和

八
年

(
一七
七
一
)
か

ら

六

一
年

目

に
あ

た

る

天

保

二
年

(
天
三
一
)

に
は
、

ま

た

お

こ
る

だ

ろ

う

と

広

く

予

期

さ

れ

て

い
た

。

し

か
し

「
お

か
げ

ま

い
り
」

は
、

そ

の
前

年

の
文

政

十

三
年

(天
保
元
年

I
八
n
10
)
に

お

こ

っ
た

。

こ

の
年

閏

三

月

一
日

に
阿

波

国

徳
島

か

ら

は
じ

ま

り
、

や

が

て
、

近

畿

・
中

国

・
東
海

・
北

陸

へ
と

ひ

ろ
ま

り

、

そ

の
年

の
八

月
末

に

よ

う

や

く

お
さ

ま

っ
た

。

『
御

蔭

参

宮

文

政

神
異

記

』

に

よ

る
と

参

宮

者

は
、

閏

三

月

か

ら

六

月

二

十

日

ま

文
政
の
お
か
げ

ま

い

リ
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で
実
に
四
二
七
万
六
五
〇
〇
人
と
い
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
と
き
も
、
以
前
の
と
き
と
同
じ
く
、
各
地
に
、
伊
勢

神
宮

の
御
札
が
降
り

さ
ま
ざ
ま
な
奇
瑞
が
伝
え
ら
れ
た
。
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
衣
装
を
身
に
つ
け
、
手
に
ひ
し
ゃ
く
や

「
抜
参
る
」
と
書
い
た
の
ぼ
り
を

も

っ
た
老
若
男
女
が
、
鐘

・
笛

・
太
鼓
な
ど

の
は
や
し
に
あ
わ
せ
て

「御
蔭
で
さ
、
す
る
り
と
な
、
抜
け
た
と
さ
」
と
歌
い
な
が

ら
ね

り
歩
い
た
。
そ
の
よ
う
す
に
つ
い
て
、
天
理
図
書
館
蔵
の
近
世
文
書
の
中
に
前
潛
の
図
と
説
明
文
が
あ
る
。

ま
た

『
荒
蒔
村
年
代
記
』
に
は

「閏
三
月
三
日
四
日
右
両
日
者
、
誠
外
夥
敷
参
詣
人
、

凡
南
都

二
而
拾
万
人
有
レ之
墫
、

大
坂
表
よ

り
伊
勢
迄

ハ
右
海
道
筋

ハ
跡
江
も
先
江
も
歩
行
吏
往
来
出
ヶ
不
レ
申
程
之
大
群
数
、

道
壱
里
之
人
数
壱
万
弐
三
千
人
茂
有
レ
之
」

と
記

し
、
伊
勢
街
道
は
大
群
集
の
た
め
歩
く
こ
と
も
困
難
で
あ

っ
た
と
い
う
。

な
お
旧
保
井
文
庫

の
な
か
の

「文
政
十
三
庚
寅
年
四
季
御
用
部
室
御
記
祓
書
大
乗
院
殿
御
記
所
」
に
も
右
と
同
様

の
記
事
が
み
え
る
。

奈
良
町
で
は

「
お
か
げ
ま
い
り
」
が
は
じ
ま
る
と
す
ぐ
に
奉
行
所
か
ら
触
書
が
ま
わ
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は

「
伊
勢
参
宮
人
が
諸
国

か
ら
入
り
こ
ん
で
く
る
の
で
、
宿
泊
に
つ
い
て
の
便
宜
を
は
か
り
、
宿
賃
は
安
く
し
、
旅
仲
間
か
ら
は
ぐ
れ
た
も

の
は
届
出
よ
」
と
か

「他
国
か
ら
多
勢
の
も
の
が
入
り
こ
み
、
そ
の
う
え
奈
良
町
か
ら
も
参
宮
に
多
く
出
か
け
混
雑
す
る
か
ら
火
の
用
心
に
気
を
つ
け
よ
」

と

い
う
も
の
で
あ
る
。
奈
良
奉
行
所
は
今
度
も
禁
圧
策
を
と
ら
ず
、
救
済
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

参
宮
者
に
た
い
す
る
施
行
も
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
す
は
、
東
向
北
町
の

『万
大
帳
』
に
よ
る
と
、
御
役
所
か
ら
の

御
触
れ
に
よ

っ
て
、
閏
二
月
十
日
か
ら
十
四
日
ま
で
五
日
間
施
行
宿
を
提
供
し
、
二
三
四
人
の
も

の
を
泊
め
た
、
米
を
持

っ
て
き
た
も

の
は
炊
い
て
や
り
、
持

っ
て
こ
な
か

っ
た
も
の
は
、
町
内
か
ら
米
を
集
め
無
料
で
食
べ
さ
せ
た
。
そ
の
さ
い
、
薪

.
柴
や
衣
具
の
類
も

町
内

の
各
家
か
ら
取
集
め
る
と
い
う
次
第
で
あ

っ
た
。

「
井
上
町
中
年
代
記
」
に
よ
る
と
、
井
上
町
で
は
三
月
五
日
か
ら
四
月
上
旬
ま

で
施
行
宿
を
提
供
し
、
町

の
会
所
で
は
、
毎
夜
五
〇
人
ず
つ
を
宿
泊
さ
せ
、
米
持
参
の
も

の
は
そ
れ
を
炊
き
、
味
噌
汁
や
お
か
ず
は
町

内

で
つ
く

っ
て
や

っ
た
と
い
う
。
元
興
寺
町
で
も
施
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
「文
政
十
三
庚
寅
四
月

天
照
皇
太
神
宮
お
か
げ
施
行
集
」
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文政13年

元興寺町

おかげ施行集

(辰巳旭氏蔵)

(賑
配
旭
)に
よ
る
と
、
町
内
の
四

一
人
の
商
人
が

米
壱
石
二
斗
三

喉
彗
讖
蕨
嚇
酌戒
鐘

紹
麓

し

、

そ

れ

を

四

月

十

二

日

に

一
人
前

に
ぎ

り

め

し

一
個

、

香

の

も

の

一
切

ず

つ
を
施

行

し

た

と

い

う
。

南
永
井
村
で
も
施
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

「文
政
十
三
年
、
御
伊
勢
参
り
施
行
覚
帳
」
に
は
、
三
月
に
、
又
兵
衛
組

・
半
兵
衛
組

・

又
四
郎
組

・
伊
三
郎
組

・
重
助
組

・
源
右
衛
門
組

の
六
つ
の
五
人
組
と
庄
屋

・
宮
寺
か
ら
合
計

一
石

一
斗
三
升

の
米

と
四
六
四
文
の
銭

が
施
行
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

文
政

の

「
お
か
げ
ま
い
り
」

の
ば
あ
い
も
、
大
量
群
参
に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
お
こ

っ
た
。

物
資
不
足
に
よ
る
物
価
騰
貴
が
そ

の
一
つ
で
、
大
坂
で
は
、
普
通

一
足

=
ご
文
ぐ
ら
い
の
わ
ら
じ
が
二
〇
〇
文
、
京
都
で
は

一
本

一

〇
文

の
ひ
し
ゃ
く
が
三
〇
〇
文
に
暴
騰
し
た
と
い
う
。
奈
良
奉
行
所
の
触
の
な
か
に
、
物
価
を
上
げ
て
は
な
ら
ぬ
と

い
う
の
が
あ
る
か

第三章 奈良町の盛衰

ら
、
奈
良
近
郊
で
も
同
様
な
事
態
が
お
こ

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
ほ
か
、
参
宮
者

の
な
か
で
、
仲
間
に
は
ぐ
れ
る
も
の
、
飢
え

死

す

る
も

の
、
病
死
す
る
も

の
、
人
さ
ら
い
に
あ
う
も
の
な
ど
が
増
加
し
た

と

い
う
。

な

お
、
奈
良
奉
行
所

の
触

の
な
か
に

「無
料
で
宿
泊
さ
せ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が

際
限
が
な
い
か
ら
安
い
宿
銭
を
と
る
よ
う
に
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

長
期
間
に
わ
た
る
多
勢
の
無
料
宿
泊
で
町
民
が
生
活
に
困

っ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ

で
あ
ろ
う
。

お蔭灯籠(① 中ノ川町)
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文
政

十

三
年

(
天
三
〇
)

に

は

「
お

か
げ

ま

い

り
」

に

つ
づ

い

て

「
お

か
げ

踊

り
」

が

お

こ

っ
た
。

諸

記

録

に

よ

る
と

、

こ
れ

は
、

五
月

(七
月
と

も
い
う
)
に
河

内

で

お

こ

り

、
や

が

て
大

和

・

山

城

・
摂

津

へ
と

ひ

ろ

ま

っ
た
。

天

理

市

の

「
福
智

堂

年

代

記

」

に
よ

る

(幣
力
)

と
、

こ

の
踊

り

は

「
老

若

男

女
皆

ゆ

か
た

、

も

も

ひ
き

、

き

ゃ

は
ん
、

秀

を
も

っ
て
を

ど

る
な

り
。

太

鼓

二
て

は
や

す

な

り

。
後

々

は
、

踏

込

錦

切

二
て

こ

し
ら

へ
は
く

な

り

。

扇

を

も

っ
て
を

と

る

な

り

。

三
味

線

、

こ
ぎ

う

、

し

め
太

鼓

、

す
ず

、

か

ね

二
て

は

や

す
」

賑

や

か

な
も

の

で

あ

っ

て
、
村

中

の
も

の
が

、

揃

っ
て

は
で

な
服

装

を

し
、

鳴

り
物

入

り

で
踊

り

ま

わ

っ
た

の
で
あ

る

。

大

和

に
お

け

る

「
お

か
げ

踊

り
」

の
具

体

的

様

相

を
物

語

る
資

料

と

し

て

は

「
お
蔭

踊

り
図

絵

馬

」

が

磯

城

郡

三
宅

町

伴

堂

の
杵

築

神

社

な

ど

に

あ

る

。
「
お

か
げ

踊

り
」

が

ひ

ろ

ま

る
過

程

で
、

摂

津

の
中

尾

村

(晒
膸
蝣
掀
岡
加
賊

信
旺
牝
麟
樟
厳
赫
砌
近
)
な

ど

で

み

ら

れ

た

よ

う

に

「
お

か
げ

踊

り
」

に

こ
と

よ

せ

て
年

貢

減

免

を
要

求

し
、

一
石

に

つ
き

一
斗

の
減

免

に
成

功

す
る

事

態

が

お

こ

っ
た

。

そ

の
こ

と
が

あ

っ
て

か
、

支

配

者

側

は
、

踊

り
を

禁

止

し

よ

う

と

し

た

。

こ

の
間

の
事

情

を

『
荒

蒔

村

年

代

記

』

に

は

「
此

時

、

御

上

文

政

の

お

か

げ

お

ど

り

お蔭灯籠(右 から②法用町、③北村町、④南ノ庄町)
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第三章 奈良町の盛衰

様

よ
り
御
差
留
も
有
レ
之
、

尚
又
南
都
御
番
所
様
よ
り
も
御
差
留
被
成
候

得
と
も
と
ま
り
不
レ申
、
右
御
留
被
レ
成
候
而

ハ
御
上
様

二
不
吉
有
レ
之
候

二
付
、
其
後
何
と
な
く
御
免

二
相
成
、
村
方

二
よ
り
弐
三
度
も
踊
に
出
申

候
L
と
述
べ
て
い
る
。

『御
蔭
耳
目
』
も
大
和
俵
本
(馳
材
鵬
田
)
に
つ
い
て
、

領
主
が
き
び
し
い

禁

圧
政
策
を
と

っ
た
が
村
民
は
こ
れ
に
屈
服
せ
ず
、
も
し
や
る
な
ら
村
民

全
部
を
処
分

せ
よ
、
と
い
っ
て
踊
り
を
つ
づ
け
た
こ
と
を
記
し
、

つ
づ
い

て
柳
生
で
は

「
御
蔭
躍
の
事
な
れ
ぽ
、
随
分
躍
る
べ
し
、
さ
り
な
が
ら
、

家
毎
に

一
人
宛
な
ら
で
は
出
ず
る
事
勿
れ
」
と
い
う
触
書
が
出
、
村
民
は

そ
れ
を
よ
く
守

っ
て
踊

っ
た
と
、
柳
生
の
よ
う
す
を
伝
え
て
い
る
。

「
お
か
げ
ま
い
り
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
、
村

々
で

は
そ
れ
を
記
念
し
て
石
灯
籠
を
建
立
し
た
。
そ
の
な

か
で
、

「
お
か
げ
」

「御
影
」

「
ヲ
カ
ケ
」
な
ど
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い

る
灯
籠
を

「
お
蔭
灯
籠
」
と
よ
ん
で
い
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
奈
良
市
に
あ

る
も

の
は
七
基

(写
真
①
～
⑦
)
で
、
そ
れ
ら
は
、
東
山
中
に
み
ら
れ
る
。

そ
れ
に
は
、
表
74
の
よ
う
な
刻
銘
が
あ
る
。

右
の
刻
銘

の
な
か
に

「村
中
安
全
」

「村
内
安
全
」
と
い
う
文
字
が
あ

る
よ
う
に
、
お
蔭
灯
籠
は
、
村
民
の
安
全
を
伊
勢
神
宮
に
祈
念
す
る
た
め

お

蔭

灯

籠

お蔭灯籠(右 から⑤須川町、⑥平清水町、⑦誓多林町)
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に
建
立
し
た
も

の
で

あ

ろ

(講
)

う
。
ま
た

「構
中
安
全
」
と

い
う
文
字
も
み
え
る
が
、
こ

の
こ
と
か
ら
、
伊
勢
講
な
る

も

の
が
結
成
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
察
知
で
き
る
。

な
お

「
お
か
げ
」
と
い
う

刻
銘
は
な
い
が
、
文
政
十
三

年

(
天
三〇
)
に

た

て
ら
れ
た

石
灯
籠
が
、
奈

良

布

肘

塚

籠灯石S町塚肘

(竹
花
)町
に
二
基
現
存
す
る
。
そ
れ
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

天
照
皇
太
神
宮

春

日
大
明
神

文
政
十
三
寅
年
霜
月
吉
日

世
話
人

竹
花
町

八
百
屋
左
七

八
幡
大
菩
薩

(寄
進
者
の
屋
号
と
名
前
を
刻
む
)

金
毘
羅
大
権
現

文
政
十
三
年
庚
寅

五
月

世
話
人

竹
花
町
中

石

口
嘉

助

(拾
人
講
の
屋
号
と
名
前
を
刻
む
)

東
山
中
や
肘
塚
町
に

「
お
か
げ
ま
い
り
」

の
年
に
石
灯
籠
が
た
て
ら

れ

た

の

は
、
そ
こ
が
、
い
ず
れ
も
伊
勢
街
道
に
沿

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

奈良市内のお蔭灯籠刻銘表74

号正 面1年地在所

中連若
中
人

村
話世

ザ耡

之建ザ揃

全安中村け耡

中
門

村
衛

庄
左

之
仁

南
人話

け
世

かお

全安中村

中村

け

け

耡

耡

内
全

村
安

林
仙

多
慈

誓
大け耡

天保2辛 卯2月 吉 日

天保元寅9月 吉 日

天保元寅年9月 吉 日

天保元寅年3月 吉 日

文政13寅 年11月 吉 日

(年次なし)

天保元寅年4月 口 日

太神宮

太神宮

太神宮

太神宮

喜太舘

太神宮

太神宮

① 中ノ川町 三社神社境内

② 法 用 町 八幡神社境内

③ 北 村 町 戸隠神社境内

④ 南 庄 町 戸隠神社境内

⑤ 須 川 町 戸隠神社境内

⑥ 平清水町 八幡神社境内

⑦ 誓多林町(道傍)

284



う
ち

つ
づ
く
災
害

第三章 奈良町の盛衰

き
き

ん

江
戸
時
代
約
二
六
〇
年
の
間
に
は
、
奈
良
町
も
た
び
た
び
災
害
や
飢
饉
に
み
ま
わ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
奈
良
町
に

関
す
る
諸
記
録
か
ら
、
災
害
や
飢
饉
を
整
理
す
る
と
、
お
よ
そ
巻
末
の
付
表
第
14
表
の
と
お

り
と
な
る
。

こ
の
付
表
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
奈
良
町
も
相
当
数
多
い
災
害
を
受
け
て
い
る
。
な
か
で
も
、
風
水
害

の
記
録
が
も

っ
と

も
多
く
、
江
戸
時
代
を
通
じ
五
〇
～
六
〇
回
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。
ひ
と
た
び
大
風
雨
に
見
舞
わ
れ
る
と
、
奈
良
町
は
寺
社
が
多
い
関

係
で
、
堂
塔
伽
藍
が
破
損
し
、
境
内
の
樹
木
や
石
灯
籠
、
築
地
な
ど
が
多
数
倒
壊
し
た
。
史
料
で
は
あ
ま
り
確
認

で
き
な
い
が
、
仏
像

や
絵
画
、
古
文
書
類
の
損
失
も
海

つ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

一
般

の
民
家
も
強
風
や
洪
水
で
破
損
、
浸
水
な
ど

の
害
を
受
け
、

各
所
の
橋
が
流
れ
落
ち
て
交
通
が
途
絶
し
た
。
奈
良
町
近
郊
の
田
畑
も
河
川

の
氾
濫
に
よ

っ
て
浸
水
し
、
農
作
物

は
犬
き
な
損
害
を
被

っ
た
。
河
川
の
堤
防
や
橋
の
老
朽
と
土
木
技
術
の
お
く
れ
、
為
政
者
の
改
修
工
事

の
怠
慢
な
ど
が
こ
う
し
た
災
害

を
大
き
く
し
た
に
違

い
な
い
。

し
か
し
、
奈
良
町
の
ぽ
あ
い
は
、
水
害
と
い

っ
て
も
、
家
屋
の
流
失
な
ど

は
あ
ま
り
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
町
内
に
大
き
な
河
川

が
流
れ
て
い
な
い
こ
と
、

人
家
が
山
麓

に
つ
づ
く
少
し
高
い
傾
斜
地
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で

も
、
風
水
害

に
ひ
と
た
び
逢
え
ぽ
、
そ
の
復
旧
工
事
に
手
間
と
経
費
が
か
か
り
、
日
常
の
仕
事

に
差
し
つ
か
え
、
農
作
物

の
不
作
や
日

用
品

の
不
足
か
ら
物
価
高
と
な
り
、
町
民
の
生
活
を
苦
し
い
も
の
に
追

い
こ
ん
で
い
っ
た
。

つ
ぎ
に
そ
の

一
～
二
の
実
情
を
記
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
延
宝
二
年

(
一六茜
)
六
月

の
大
洪
水

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
水
害
は
山
鹿
素

行

の
日
記
に
電

「十
三
日
自
レ夜
大
雨
、
十
四
日
終
日
大
雨
、

五
畿
内
洪
水
、

淀
鳥
羽
伏
見
宇
治
辺
海
中
之
小
島

:
…
・河
内
和
州
之
洪

風
水
害

・
干
ば

つ

と

地

震
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水

百
年
未
レ有
レ之
、
中
国
備
中
芸
州
備
後
因
幡
出
雲
播
州
、
七
十
年
来
洪
水
L
と
あ
る
も
の
で
、
こ
の

「
百
年
未
レ有
レ
之
」
と
い
う
水

害

は
、
大
和
吉
野
川
で
も
大
被
害
を
も
た
ら
し
、
元
の
上
市
集
落
は
、
跡
形
も
な
く
流
失
し
た
の
で
あ
る
。
同
日

の
奈
良
町
付
近
に
関

す
る
も
の
に
は

「
延
宝
二
年
甲
寅
六
月
十
四
日
大
洪
水

二
付
口
近
水
損
覚
」
(翫
鯉
劔
)が
あ
る
。
こ
の
は
じ
め
に
は

寅
六
月
十
四
日
洪
水
二
付
町
中
へ
水
入
候
覚

一

橋
本
町
細
川
余
水
高
サ
弐
尺
計
大
道
へ
上
り
、
家
へ
も
押
入
候
事

一

椿
井
町
細
河
之
余
水
弐
尺
計
大
道
へ
上
り
、
橋
爪
ノ
家
四
五
軒
へ
入
申
、
小
橋
も
落
申
候
事

み
ち
と
も

一

元
林
院
町
細
河
之
余
水
高
サ
四
尺
計
大
道
へ
上
り
、小
橋
板
不
レ残
流
申
候
、
橋
き
わ
の
家
四
五
軒
道
具
流
申
候
、
下
三
條
領
二
も
死
骸
取
上

ケ
申
候
事

(下
略
)

と
あ
り
、
つ
づ
い
て
子
守
町

・
柳
町

・
十
輪
院
町
以
下

一
五
町
の
被
害

の
よ
う
す
を
述
べ
、
ま
た
山
中
道

・
奈
良
坂
領

・
法
華
寺
領

・

西
大
寺
川

・
六
条
村

・
郡
山

・
小
泉

二
二
輪
社
頭

・
初
瀬
谷

・
御
所
村

・
高
田
村

・
東
山
中

の
別
所
村
な
ど

の
被
害
を
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
引
き

つ
づ
い
た
六
月
十
六
日
の
大
雨
と
、
各
地
の
落
雷
騒
ぎ
二
〇
か
所
ほ
ど

の
よ
う
す
を
記
し
、
遠
く
大
坂

の
京
橋

・
片
町

.
西
堀

・
野
田

・
天
満
の
洪
水
は

「
摂
河
泉
三
国
、

一
両
日
之
内

二
如
レ
海
成
申
候
、雨

の
海
と

一
所
に
見
候
、
四
方

の
山
斗

二
而
心
ぼ

そ
く
罷
成
」
な
ど
、
こ
の
と
き
の
災
害
の
大
き
さ
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
宝
暦
三
年

(一蓋
三
)
の
洪
水
の
と
き
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
は
東
向
北
町
の

『
万
大
帳
』
が
く
わ
し
い
。

六
月
三
日
夜
大
高
水
出
申
候
夜
中
雨
ふ
り
続
き
水
門
町
へ
入
口
興
福
寺
領
橋
半
分
流
落
申
候
也
同
所
晒
屋
裏
之
方
よ
り
石
掛
ケ
崩
大
水
二
て
門
長

(堤
)

屋
水
つ
き
片
門
流
其
近
辺
之
家
々
自
分
掛
橋
不
レ残
落
申
候
并
大
仏
下
之
池
樋
ぬ
け
出
つ
瓦
見
切
や
け
門
前
近
所
た
う
ふ
や
大
高
水
押
上
町
井
徳

い
ず
れ

も

井
橋
流
川
久
保
町
橋
中
御
門
橋
中
屋
敷
門
前
橋
并
袋
町
橋
法
蓮
村
橋
多
門
屋
敷
御
門
前
橋
舟
橋
中
御
門
町
番
屋
一
軒
右
何
茂
流
落
申
候
夫
よ
り
法

蓮
領
三
条
迄
之
中
五
所
つ
玉
見
切
田
地
畑
高
水
二
而
法
花
寺
方
へ
水
一
面
二
落
申
候
油
留
木
町
橋
南
半
田
橋
半
田
東
町
橋
流
落
右
之
近
所
家
々
大

水
つ
き
申
候
元
林
院
町
橋
流
近
辺
七
尺
計
之
高
水
而
有
レ之
候
床
之
上
二
一二
尺
程
水
上
り
諸
道
具
流
候
所
も
数
多
有
レ之
候
香
具
屋
土
蔵

へ
水
入

代
物
等
水
入
候
由
其
外
樽
井
町
川
之
は
た
家
半
分
流
申
候
橋
本
町
橋
へ
元
林
院
町
橋
掛
り
候
由
二
て
橋
本
町
橋
も
落
申
候
近
所
餅
飯
殿
町
迄
三
四
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軒
程
床
之
上
へ
水
上
り
藤
屋
紙
代
物
等
水
入
流
候
由
椿
井
町
橋
橋
本
町
橋
流
掛
り
橋
う
き
上
り
か
よ
ひ
一
向
無
レ之
橋
詰
也

ゑ
ん
ゆ
坊
会
津
屋
床

(片
力
)

之
上
迄
水
つ
き
椿
井
町
二
も
三
四
軒
水
つ
き
申
候
椿
井
町
西
之
橋
別
条
無
レ之
北
向
町
高
水
西
口
町
口
門
流
小
川
町
橋
二
掛
り
柳
町
来
迎
寺
前

へ

水
落
申
川
の
こ
と
く
成
申
候
其
近
所
石
掛
ケ
不
レ残
流
候

郡
山
方
小
泉
大
高
水
家
々
損
し
申
候
南
在
之
丹
波
市
辺
夫
よ
り
東
山
中
山
崩
人
損
し
有
レ之
由
八
十
年
以
来
無
レ之
大
高
水
出
申
候

干
ば

つ
は
、記
録
の
う
え
で
は
、江
戸
時
代
を
通
じ
て
二
〇
数
回
お
こ
っ
て
い
る
。

そ
の

一
例
を
あ
げ
る
と
、

明
和
七
年

(宅
七〇)
の

干
ば

つ
の
状
況
に
つ
い
て

「
井
上
町
中
年
代
記
」
に
は
、
こ
の
年
五
月
末
か
ら
七
月
五
日
ま
で
日
照
り
が

つ
づ
き
、
七
月
五
日
に
雨
が

あ

っ
た
が
、
そ
の
の
ち
干
天
が
続
い
て
井
戸
水
も
切
れ
、
人
び
と
は
雨
乞
い
の
た
め
春
日
社

に
お
百
度
を
踏
ん
だ

こ
と
を
記
し
、

「
東

大
寺
年
中
行
事
記
」
に
は

「当
寺
領
二
千
石
余
之
処
作
毛

一
向
不
熟
」
で
、
収
入
の
減
少

に
そ
な
え
、
東
大
寺
中

に
対
し
て
経
費

の
節

約
を
よ
び
か
け
て
き
た
こ
と
が
み
え
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
風
水
害
や
干
ば

つ
は
直
接
の
被
害
に
と
ど
ま
ら
ず

「作
毛
不
熟
」
か
ら
飢
饉

を
招
来
す
る
き

っ
か

け
と
な
り
、
や
が
て
は
社
会
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
と
で
ま
と
め
て
述
べ
る

こ
と
に
す
る
。

地
震
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
慶
長
の
大
地
震
が
あ
る
。

『
皇
年
代
記
』
に
よ
る
と

慶
長
元
年
、
閏
七
月
十
二
日
亥
刻
大
地
震
、
興
福
寺
仏
閣
顛
倒
伏
見
天
守
諸
殿
顛
倒
、
北
京
大
仏
殿
崩
仏
像
破
壊

と
あ
る
。
と
く
に
大
き
か

っ
た
の
は
、
宝
永
四
年

(
一七〇
七)
と
嘉
永
匕
年
(咳
燉
玩
畤
)で
あ

っ
た
。
宝
永
度

の
地
震

で
は
各
寺
社

の
塀
や

灯
籠
が
多
く
倒
れ
た
た
め
、
三
条
村

・
城
戸
村

・
杉

ヶ
村

の
三
か
村
で
は
興
福
寺
の
命
に
よ
り
、
つ
ぶ
れ
た
回
廊

の
あ
と
始
末

の
た
め

に
、
人
足
三
五
五
人
(耀
順
か
凱
一)を
出
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
幕
末

の
い
わ
ゆ
る
安
政
の
大
地
震
に
つ
い
て
は
幕
末
の
章
で
述
べ
る

こ
と
と
す
る
が
、

一
般
に
地
震
の
場
合
、
地
震
自
体
に
ょ
る
被
害
だ
け
で
な
く

「町
中
井
戸
崩
れ
、
呑
水
に
困
り
、
川
近

く

江

出

居

候
者
も
有
レ之
、
餅
之
施
行
を
好
候
由
、
親
類
有
レ之
見
舞
品
も
た
せ
遣
候
処
、
途
中

二
而
奪
取
ら
れ
候
」
(
飫
蹶
馳
)
と
あ
る
よ
う
に
、
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飲
料
水
や
食
料

の
欠
乏
と
な

っ
て
、
盗
賊
が
横
行
し
、
治
安
の
混
乱
を
ま
ね
く
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
う
え
、
大
地

震

の
た

び

に
、
町
人
や
農
民
た
ち
は
焼
跡
整
理
や
寺
社
の
修
覆
の
た
め
に
か
り
出
さ
れ
る
と
い
う
労
苦
が
あ

っ
た
。

前
項
の
風
水
害
や
干
ば

つ
.
地
震
な
ど
の
災
害
は
、
本
来
天
災
で
は
あ

っ
た
が
、
こ
れ
に
社
会
制
度
の
矛
盾
や
政

奈

良

の

火

事

策

の
不
行
届
な
ど
の
人
災
が
加
わ

っ
て
、
そ

の
被
害
を
大
き
く
し
、
人
々
を
苦
し
め
た
。
火
災
は
む
し
ろ
逆
に
多

く
の
場
合
は
人
災

に
発
し
、
強
風

.
乾
燥
と
い
う
自
然
現
象
が
加
わ

っ
て
災
害
を
大
き
く
し
た
。
こ
と
に
町
屋
や
寺
社

の
密
集
し
た
奈

良
町
の
中
枢
部
で
は
そ
れ
は
ひ
ど
い
結
果
を
招
い
た
。

火
災
は
江
戸
時
代
を
通
じ
、
お
も
な
も
の
三
〇
回
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
小
さ
な
火
災
を
数
え
る
と
、

そ
の
数
は
さ
ら
に
数

倍
す
る
で
あ
ろ
う
。
大
火
災
の
多
く
は
、
冬
の
乾
燥
、
強
風
下
で
お
こ
っ
た
の
で
、
消
火
施
設

の
不
備
に
も
わ
ざ

わ
い
さ
れ
て
、
と
き

に
は

一
〇
〇
〇
軒
以
上
も
焼
失
す
る
場
合
が
あ

っ
た
。

元
和
五
年

(ニ
ハ羌
)
十
二
月
二
日
の
大
火
は
、
南
新
町
か
ら
高
畠
町
に
い
た
る
町
家
や
寺
院
お
よ
そ

一
〇
〇
〇
軒

(伍
○○
轜
ど○
繍
の
姻
○
)
を

焼
き
つ
く
し
た
。

こ
れ
は
、
俗
に

「南
焼
け
」
と
い
っ
て
い
る
。
つ
い
で
、

寛
永
十
九
年

(一六四二)
十

一
月
二
十

七
日
に
は
西
之
坂
か

ら
出
火
し
、
半
田
郷

は
こ
と
ご
と
く
類
焼
、

一
乗
院

.
東
大
寺
八
幡
宮
な
ど
を
含
め
て
町
屋
敷
五
〇
、
奈
良
町
の
北
側
が
ほ
と
ん
ど
焼

亡
し
た
。

宝
永
元
年

(一七〇四)
四
月
十

一
日
に
は
芝
辻
村
か
ら
出
火
、

油
坂
方
面
か
ら
東
向
町
を

へ
て
半
田

・
押
上
か
ら
水
門
村

に
延

焼
し
た
。
焼
失
し
た
町
村
四
三
、
竈
数

一
八
〇
二
、
死
者

二
二
人
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
奉
行
屋
敷

長
屋

一
〇
軒
、
与
力

屋
敷
六
軒
も
焼
け
、
称
名
寺

.
新
禅
院

。
念
声
寺

・
教
行
寺

・
祇
園
社
な
ど
も
類
焼
し
て
い
る
。

ま
た
、

同
三
年

(
一七〇六
)
五
月
六
日

に
は
紀
寺
町
か
ら
出
火
し
て
西
へ
九
町
、

一
〇
〇
〇
軒
ほ
ど
が
焼
失
し
た

(和
躰
駟
椪
畑
陛
数
囎
旺
朗
弐
塑
二轍
劒
知
蜍
繍
F
)。

享
保
二
年

(一七
一七)

一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
は
、
四
回
も
大
火
災
が
お
こ

っ
た
。

す
な
わ
ち
、

一
月
四
日
に
は
、

興
福
寺
伽
藍
が

大
半
焼
け
、

一
月
十

一
日
に
は
下
高
畠
町
(破
石
町
と

も
い
う

)
か
ら
出
火
し
た
。

こ
の
と
き
火
は
東
方

へ
延
焼
し
春
日
社
家
屋
敷
な
ど

一
〇
〇
余
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奈良町の大火(お よその焼失地を示す)

囮 貞享3年(isasuo.s出 火15.・・一

國 宝永元年(17・4)4.11@fh12.。 。、

圃 宝永・年(n・6)・.6蹶13.・ ・一鎮。、,.。。

蠶 享保・年(1717)・.・ 蹶 ・・.・・一鰍1.。 。

鬮 享保・年(1717)L・ 出・・3.・・噸 火17.。。

鬮 享保・年(171・)2.22tHh16.・ ・一鎮火18.・・

贐 享保2年(1717)2.22出 火16.・・一鰍18.・ ・

皿 享保11年(1726)・・8出 火・5.・・一鎮k22.。。

鬮 鞠2年(1727)2.20出 火15.・・一鰍17,。 。

鬮 宝暦12年(1762)2.23出 火is.・・一

鬮 安政・年(1859)・.zs

注 町名は理解しやすいように現行名で示した。
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軒
と
春
日
山
の
木

一
九
本
を
焼
い
た
。
こ
の
日
の
こ
と
は

『塩
尻
』
(梯
慚
巻
)に
よ
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

正
月
十

一
日
、
奈
良
か
さ
ね
て
火
災
、
高
畠
な
る
神
人
、
お
よ
び
商
家
数
百
軒
や
け
し
、
春
日
の
森
に
火
う
つ
り
て
、
神
宮
も
危
ふ
か
り
し
が
、

片
桐
貞
起
馳
来
て
、
大
杉
千
余
株
伐
払
は
れ
し
か
ば
、
神
籬
事
故
な
か
り
し
と
な
ん

二
月
二
十
二
日
に
は
高
天
市
町
か
ら
出
火
し
て
今
辻
子
町

・
油
坂
町
方
面
に
お
よ
び
町
数
五
町

一
三

一
軒
を
焼
き
、
さ
ら
に
同
じ
時

刻

に
雑
司
村

・
手
貝
町

・
今
在
家
町
な
ど
四
町
、

二
〇
八
軒
が
焼
失
し
て
い
る
。

享
保
十

一
年

(一七二六)
九
月

に
は
東
笹
鉾
町
か
ら
火

が
出
て
東
包
永

・
今
小
路

・
中
御
門

の
各
町
に
延
焼
、
五
町

一
〇
〇
余
軒
が
焼
け
た
。
そ
の
翌
年
二
月
二
十
日

に
は
中
清
水
町
か
ら
幸

町
な
ど
五
町
、

一
九
五
軒
を
焼
失
し
た
。

宝
暦
十
二
年

(一七杢
)
二
月
二
十
三
日
の
大
火
は
芝
辻
横
町
か
ら
出
火
、

東

へ
類
焼
、

興
福
寺

・
東
大
寺

の
諸
院
を
は
じ
め
、
多
く

の
民
家
を
焼
い
た
。
焼
失
家
屋
は

一
七
〇
〇
～

一
八
〇
〇
軒
ま
た
は
三
〇
〇
〇
軒
と
も
い
わ
れ
、
七
～
八
人
の
死
者
も
出
し
た
。
こ
れ

を
世
に

「宝
暦

の
大
火
」
と
呼
ん
で
い
る
。
三
0
0
0
軒
と
い
う
と
、
奈
良
町
の
家
屋
が
お
よ
そ
六
〇
〇
〇
軒
前
後
で
あ
る
か
ら
い
か

に
大
き
な
火
災
で
あ

っ
た
か
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
、
二
月
堂

・
興
福
寺

・
十
念
寺

・
唐
招
提
寺

・
元
興
寺
な
ど

の
炎
上
に
つ

い
て
は
寺
社

の
項
に
ゆ
ず
る
。
な
お
、
江
戸
時
代
の
消
火
施
設
や
消
防
活
動
に
つ
い
て
は
さ
き
の
項
で
す
で
に
述

べ
た
。

大
火
災

に
よ

っ
て
多
く

の
寺
院
や
町
が

焼
野
原
と
な

っ
た

元
和
五
年

(一六
一九
)
の
大
火
に
つ
い
て

『奈
良
坊

目
拙

解
』
に

「当

町

(馳
之
)罹
二此
災
一而
後
、久
不
レ造
二
民
家
ハ為
二荒
廃
地
一乎
、
仍
時
ノ人
称
一一焼
跡
町
ト
噛焉
」
と
あ

9
、
大
火

の
あ
と
長

い
あ
い
だ
家
が
建
て

ら
れ
ず
荒
廃
地
に
な

っ
て
い
た
よ
う
す
が
記
さ
れ
て
い
る
。
享
保
二
年

(一七
一七)
の
火
災
の
と
き
、
東
大
寺
で
は
興
福
寺

に
た
い
し
て
、

杉
板

一
〇
〇
〇
枚
と
杉
丸
太
五
〇
〇
本
を
援
助
し
た
り
、

貞
享
三
年

(ニ
ハ八六)
か
ら
四
年
に
か
け
て
七
回
に
お
よ
ぶ

火
災

に

た

い

し

て
、
井
上
町
で
は
銀
二
五
匁
の
火
事
見
舞
金
を
出
し
た
と
い
う
が
、
こ
う
し
た
救
済
措
置
だ
け
で
は
全
面
的
な
復
旧
は
望
む
べ
く
も
な

か

っ
た
。
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火
災
に
よ

っ
て
は
生
活
に
困

っ
た
町
民
や
村
民
は
、領
主
に
対
し
金
銭
の
供
与
や
年
貢
の
減
免
を
嘆
願
し
た
。
宝
永
三
年

(一七〇六)
三

月

の
火
災

の
と
き
、
焼
け
出
さ
れ
た
町
民
の
う
ち
、
六
名
が

「
居
宅
焼
失
仕
、
殊
之
外
困
窮
仕
候

二
付
、
今
年
御
年
預
入
御
年
貢
免
之

儀
御
願
申
上
候
所
、
被
レ為
二聞
召
一分
石

二
付
三
年
宛
免
」
(
「東
大
寺
年

中
行
事
記
」
)と
な

っ
た
と
い
う
。

年
貢
減
免
を
東
大
寺

に
嘆
願
し
、

そ
れ
が

認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
享
保
二
年

(
一七
一七)
の
高
畠
町
の
大
火

の
と
き
に
も
、八
幡
宮
社
人
の
う
ち
四
人
が

「衣
類
口

迄
不
残
焼
失

仕
・
神
役
等
茂
難
レ
勤
迷
惑
仕
候
」
に
つ
き

「
人
別
に
金
子
壱
両
宛
御
合
力
被
レ遊
下
候
様
」
(軋
鰊
默
講
噂
)と
願
い
出

た
と
こ
ろ
、
こ
れ
も

認
可
さ
れ
、
四
人
に
金
子
四
両
代
銀
子
二
八
八
文
が
施
与
さ
れ
た
。

年
貢

の
減
免
と
い
う
よ
う
な
民
衆
に
と

っ
て
の
死
活
の
問
題
は
、
火
災
に
よ

っ
て
も
生
じ
た
が
、
さ
ら
に
大
き
な
こ
と
は
飢
饉

の
と

き

に
お
い
て
で
あ

っ
た
。

き

き

ん

飢
饉
と
打
ち
こ
わ
し
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江
戸

時

代

に

は
、

全
国

で
約

三

五
回

の
飢

饉

が

お

こ

っ
た
と

い
わ

れ

て

い

る
。

な

か

で
も

、

亠口子
保

十

七

年

(
一七

享

保

の

飢

饉

三二
)
美

明
三
～
七
弩

比
M
恠
)・
天
保
四
毛

朱

坐

蓍

飢
饉
は
三
大
飢
饉
と
し
て
智

れ
て
い
る
。
奈
良

も
ま
た
こ
れ
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

「
東
大
寺
年
中
行
事
記
」

に
よ
る
と
、
東
大
寺
領
下

の
雑
司
村

・
水
門
村

・
油
倉
村

・
野
田
村
の
四
か
村
と
櫟
本
村

(い
ま
の
天
理

市
櫟
本
町

)
で

は
、
享
保
十
年

(一七二五)
か
ら
毎
年

の
よ
う
に
干
ば

つ
が
お
こ
り
、
し
か
も
そ
の
間
、
二
～
三
度

の
大
風
雨
に
見
舞
わ
れ
て
連
年
の
凶
作

と
な

っ
た
。
こ
の
年
十
月
に
四
か
村
の
百
姓
は
、
年
貢
の
減
免
を
嘆
願
し
た
。
東
大
寺
で
は
は
じ
め
の
う
ち

「
四

ヶ
村
之
儀

ハ
定
免

二

相
定
有
レ之
所
(中
略
)
我
儘
千
万

二
候
」
と
い

っ
て
こ
の
要
求
を
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
が
、
百
姓
が
再
三
に
わ
た

っ
て
陳
情
し
た
と
み
、兄
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て

「
四
分
之
免
」
が
許
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
十
二
年
九
月
に
は

「畠
綿
干
魃
故
赦
免
之
義
段

々
依
頼
」
し
た
と

こ
ろ
、
寺
側
は

「
見

分
之
上
、
壱
損
五
歩
赦
免
」
を
申
し
渡
し
た
が
、
小
百
姓
ら
は
承
引
せ
ず
、
さ
ら
に
減
免
を
要
求
し
た
と
い
う
。
う
ち
つ
づ
く
干
ば

つ

と
減
免
に
よ

っ
て
寺
院

の
財
政
が
困
難
に
な

っ
た
と
み
え
、
こ
の
年
九
月
に
は
諸
事
節
約
の
申
合
わ
せ
を
し
て
い
る
。
つ
い
で
、
同
十

四
年

(宅
晃
)
に
は
、

農
民
は
年
貢
納
入
期
日
の
十

一
月
三
十
日
に
な

っ
て
も
納
め
ず
、

そ
の
期
限
を
十
二
月
十

日
に
延
期
す
る
よ
う

要
求
し
て
、
こ
れ
が
い
れ
ら
れ
た
。
翌
十
五
年
の
十

一
月
に
も
減
免
を
要
求
し
て

「
五
歩
免
」
を
か
ち
と
り
、
さ
ら
に
翌
十
六
年
八
月

に
は

「綿
不
作

二
付
免
之
事
願
出
」
て

「
六
歩
之
免
」
を
認
め
さ
せ
て
い
る
。

い
な
ご

山自子
保
十
七
年

(
1七bhl)
に
な
る
と
、
近
畿
以
西

の
各
地
は
夏
に
洪
水
と
蝗
の
害
に
あ
い
、

稲
作
は
平
均

し
て

三
分
作
に
も
達
せ
ず
餓

死
者

一
万
二
〇
〇
〇
人
余
に
の
ぼ

っ
た
(無
鯨
舘
蝉
燃
)。
こ
の
た
め
、
大
和

一
円
は
も
と
よ
り
奈
良
町
も
大
飢
饉
と
な

り
、
飢
人
が
激
増
し

た
。
翌
十
八
年
の

一
月
十
九
日
に
な

っ
て
東
大
寺
で
は
町
中
の
飢
人
に
対
し
て
施
行
を
お
こ
な
い
、
同
じ
日
に
雑
司
村
な
ど
の
庄
屋
や

年
寄
が
、
拝
借
米
を
東
大
寺

へ
願
い
出
た
。
寺
側
は

「困
窮
之
儀

ハ
尤

二
候

工
共
、
此
節
之
儀

ハ
何
方
も
同
時

二
候
、
ヶ
様

劉二

統

ノ

願

二
而

ハ
難
レ成
二
取
上
一
候
」
と
拒
否
し
、
も
し
ど
こ
か
ら
も
救
米
が
な
く
な

っ
た
と
き
は

「借
家
人
は
家
主
よ
り
家
持

ハ
組
中
よ
り

救
可
レ申
候
、
其
上
、
村
方

二
而
力

二
不
レ
及
儀

二
候

ハ
・
、
年
預
所

二
可
二申
来
一候
、
兎
角
村
方

二
而
飲
無
レ之
様

二
可
レ致
」
と
申
し

渡
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
月
二
日
に
な

っ
て
、
奈
良
奉
行
所
か
ら

「
今
度
、
町
方
困
窮

二
而
飢
人
袖
乞
之
族
有
故
、
従
二
公
儀
一
御
救
米
被
二下

置

一候

工
共
、
是

ハ
公
事
役
之
町
方
斗
拝
借
仕
候
、

私
領
之
分

ハ
領
主
よ
り
遂
二吟
味
一飢
人
袖
乞
之
者
茂
有
レ
之
候

ハ
・
、

救
被
レ申
候

様

幽こ

と
の
触
書
が
出
さ
れ
た
。

『律
令
雑
記
』
(蠶

歙
髄
)に
よ
る
と
、
こ
の
年
、

奈
良
奉
行
所
か
ら
五
〇
〇
石

の
御
救
米
が
奈
良

町
中

へ
下
付
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
お
り
、
奈
良
町
の
寺
院
や
篤
志
家
か
ら
も
八
六
石
四
斗
余

の
米
と

一
二
二
貫
四
〇
〇
文
余

の
金
銭
が

施
行
用
と
し
て
寄
付
さ
れ
た
と
い
う
。
東
大
寺
で
も
、
領
内
四
か
村

に
対
し
て
毎
夕
白
米
五
升

の
施
行
を
お
こ
な

っ
た
。

つ
い
で
奈
良
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奉
行
所
は
二
月
三
日
に
酒
造
の
制
限
と
買
米
の
放
出
を
命
じ
て
い
る
。

同
年
四
月
八
日
に
は
、
東
大
寺
大
仏
殿
に
お
い
て
、
南
都
中

の
飢
人
に
対
し
て

一
人
に

一
升
代
銭
六
〇
文
ず

つ
が
施
行
さ
れ
た
。
こ

の
と
き
施
行
を
受
け
た
も
の
は
、
飢
人
八
二
〇
〇
人
で
、
銭
高

は
五
二
〇
貫
文
で
あ

っ
た
。
当
時
、
奈
良
町
の
人

口
は
約
二
万
二
〇
〇

〇
余
人
と
い
わ
れ
た
か
ら
、
約
三
分
の

一
の
人
が
施
行
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
ろ
は
生
活
に
困
窮
し
た
も
の
の
な
か
に
は
、

さ
い
せ

ん

捨
子
す
る
も
の
や
寺
社
の
賽
銭
を
盗
み
と
る
も
の
な
ど
電
あ
ら
わ
れ
た
。

櫟
本
村
は
(知
驟
@
、
石
高
二
〇
〇
〇
石
、
人
口

一
〇
八
八
人
(啅
褓
計
パ年
)
で
、
東
大
寺
に
と

っ
て
も

っ
と
も
重
要
な
領
地
で
あ

っ
た
。

こ
の
村
で
も
四
か
村
と
同
じ
く
例
年
の
干
ば

つ
で
苦
し
み
、
毎
年

の
よ
う
に
、
年
貢

の
減
免
を
嘆
願
し
、
そ
れ
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い

と
、
徒
党
を
組
ん
で
強
訴
を
お
こ
な

っ
た
。
そ
の
状
況
を

「東
大
寺
年
中
行
事
記
」
か
ら
み
て
み
よ
う
。

享
保
十
年

(一七二五)
十
二
月
三
日
に

「
四
ケ
年
已
来
、
日
損
不
作
打
続
、
困
窮
故
上
納
手
立
難
レ成
候
間
、
綿
作
御
赦
免
被
レ下
候
様
」

に
と
、
本
作
人
二
〇
人
と
下
作
人
三
〇
人
が
集
団
で
綿
作
赦
免
を
東
大
寺
年
預
所

へ
直
訴
し
た
。
こ
の
と
き
は

「
下
作
之
分
、

一
向
取

上
ヶ
不
レ致
、
本
作
人
之
分
先
弥
左
衛
門
方
江
願
出
候
様

二
」
と
本
作
人
の
願
い
だ
け
を

取
上
げ
る
に
と
ど
ま

っ
た
。

翌
十

一
年

(宅

美
)
末
に
も

「
近
年
干
魃
打
続
き
百
姓
共
迷
惑
仕
故
、

綿
免
之
義
用
捨
被
レ為
レ成
被
レ
下
候
」
と
、

高
持
百
姓
三

二
人
が

嘆
願
書
を
年

預
所

へ
さ
し
出
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
を
通
じ
て
も

っ
と
も
ひ
ど
か
っ
た
飢
饉
は
天
明
期

の
も

の
で
あ
る
。
天
明
期
に
も
、
洪
水

・
干
ば

つ
が

天

明

の

飢

饉

あ
り
、
そ
の
た
め
大
飢
饉
と
な

っ
た
。

天
明
二
年

(宅
八二
)
は
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
大
雨
が

つ
づ
き
、
諸
国
不
作
で
、東
北
地
方
は
凶
作
と
な

っ
た
。
奈
良
で
竜

「
四
月
よ

り
都
合

七
度
大
雨
風
吹
申

二
付
、
綿
作
殊
之
外
下
作

二
而
(中
略
)
、
米
作
も
不
作

二
而
、
壱
反

二
弐
石
壱
斗
な
ら
し
出
来
申
候
、
諸
国

一

統
不
作

二
而
、
極
月
去
卯
ノ
正
月

二
至
リ
米
直
段
高
直
」
(詰
籠
條
村
)
と
な

っ
た
。

大
風
雨
が

つ
づ
い
て
不
作
と
な

り
、
米
価
が
暴
騰
し
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た
と
い
う
の
で
あ
る
。

翌
三
年
も
、
前
年
と
同
じ
く
春
か
ら
夏
に
か
け
て
雨
天
が

つ
づ
ぎ
、
七
月
に
は
浅
間
山
の
大
噴
火
が
あ
り
、
関
東

.
信
越
地
方
の
田

畑

は
灰
に
埋
ま
る
庵
の
が
多
か

っ
だ
。

こ
の
年
は
、
七

.
八
月
に
な

っ
て
も
低
温
で
、

つ
い
に
全
国
的
な
大
凶
作
に
な

っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
年
は
奈
良
地
方
も

「
夏
中
天
気
不
順
に
て
雨
度

々
降
り

(中
略
)
夜
分
抔

ハ
、
夜
着
を
着
し
て
ふ
し
候
様
成
不
順
故
歟
、
稲
作

綿
作
甚
不
作
に
て
、
米
穀

・
綿
抔
も
翌
年
は
甚
高
直
」
(
輯
母
誚
呻
)に
な

っ
た
。

四
年

(一七八四)
に
な
る
と
米
価
は
高
く
な
り
、
前
年
末
で

一
石
八
〇
匁
前
後
で
あ

っ
た
の
が

「
正
月
、
百
弐
匁
位
、
二
月

九

拾
三
四

匁

、
四
月
十

七
日
比
百
拾

七
八
匁
よ
り
廿
匁
位
」
(
「輯
紐
嗣
帥
)に
な

っ
た
。
奉
行
所
で
は
、
米
価
を
下
げ
よ
う
と
し
て
、
同
年
四
月
と
五

月

に
、
米

の
買
占
め
禁
止
令
を
出
し
て
い
る
が
、
米
価

は
な
か
な
か
下
が
ら
な
か

っ
た
。
米
価

の
高
騰
で
困
窮
し
た
他
国
の
貧
民
が
奈

良

へ
流
れ
こ
ん
で
き
た
と
み
え

「
井
上
町
中
年
代
記
」
に
は

「興
福
寺
築
地
之
下
に
て
相
果
候
者
毎
日
数
ヲ
不
レ
知
、
尤
町
々

に

て
行

倒
候
者
も
有
レ之
、
町
中
よ
り
、
分
限
相
応

二
粥
抔
ヲ
施
行
候
事
」
と
記
さ
れ
て
お
り

「
三
条
村
記
録
」
に
よ

っ
て
も
ほ
ぼ
同

様

な
状

況
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
ょ
る
と
、
町
内
の
行
倒
者
が
寺

に
集
ま
り
、
そ
の
な
か
に
は
飢
死
す
る
も

の
が
相
当
数
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

天
明
五
年

(宅
八五
)
は
、
稲

の
作
柄
が
よ
く
て
、
米
価
も
下
が
り
、町
民
も
ほ

っ
と

一
息

つ
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
翌
六
年
は
雨
天
つ
づ

き

で
凶
作
と
な
り
、
米
価
が
ま
た
騰
貴
し
た
。

「
三
条
村
記
録
」
に
ょ
る
と
、
当
時
は

コ
一月
三
月
雨
ふ
り
続
候
而
、
麦
大
不
作
、
六

月
七
八
月
雨
ふ
り
続
、
播
種
お
そ
く
出
、
弐
百
廿
日
過

二
相
成
、
其
上
九
月
二
日
大
雨
風

二
而
殊
外
吹
倒
し
大
不
作
L
と
な

っ
た
と
い

う
。
ま
た
、
脇
戸
町
の

「
永
代
録
」
に
は

「
不
順

二
て
、
降
続
キ
、
夏
物

ハ
一
体

二
不
景
気
、
米
段

々
高
直

二
相
成
、
金
銭

ハ
下
落
、

綿

・
油
諸
式
高
直
諸
商
売
大
不
印
」
と
物
価

の
高
騰
と
商
売
不
振

の
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た

「井
上
町
中
年
代
記
」
に
よ
る
と
、

米
価
は
、
天
明
六
年

(一七益
ハ)
末
に
、

一
石
九
七
匁
程
度
で
あ

っ
た
の
が
、

翌
七
年
の
春
に
は

一
一
〇
匁
と
な
り
、

そ
の
後

一
三
五
匁

ま
で
上
が

っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

「
三
条
村
記
録
」
に
は
、
天
明
六
年
末
で
石

一
〇
七
匁
で
あ

っ
た
の
が
、
翌
年
夏
に
は
二
〇
六
匁
に
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高
騰
し
た
と
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
、
江
戸
で
は
二
二
五
匁
、
大
坂
で
は
約

=
ハ
○
匁
に
な
り
、
五
月
に
江
戸
や
大
坂

で
大
規
模
な
打
ち
こ

わ
し
が
お
こ

っ
た
。
こ
の
と
き
、
奈
良
や
郡
山
で
も
打
ち
こ
わ
し
が
お
こ

っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
も
後
半
期
に
な
る
と
、
平
素

の
重
税
と
た
び
重
な
る
災
害
や
物
価
騰
貴
に
よ

っ
て
、
民
衆
の
生
活
は
困

窮
に
お
と
し
入
れ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
窮
乏

の
あ
ま
り
土
地
を
手
ぽ
な
す
農
民
や
浮
浪
化
す

る
町
民
が
ふ
え
て
き

た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
農
村

で
の
階
層
分
化
を
促
し
、
都
市
に
お
い
て
の
自
治
力

の
低
下
を
意
味
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

天
明
期
は
、
領
主
権
力
と
結
ぶ
都
市

・
農
村

の
上
層
分
子
と
下
層
民
衆
と
の
対
立
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
尖
鋭
化
し
、
百
姓

一
揆
や
打
ち

こ
わ
し
が
頻
発
し
た
。

奈
良
で
の
打
ち
こ
わ
し
は
、
天
明
七
年

(宅
八七)
に
お
こ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
、

奈
良

の
民
衆

の
た
た
か
い
が
こ
の
年
に

は
じ
ま
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
享
保
の
飢
饉

の
と
き

の
四
か
村

の
人

々
の
動
き
で
も
み
た
よ
う
に
、
天
明
期
の

民
衆
も
訴
願
闘
争
か
ら
は
じ
め
た
の
で
あ

っ
た
。

天
明
三
年

(一七八三)
の
飢
饉

の
と
き
、
米
価
が
上
昇
し
、
浮
浪
老
が
毎

日
五
～
六
人
も
飢
死
す
る
と
い
う
状
態
に
な

っ
た
。
こ
の
お

り
、
興
福
寺
領
下
の
三
条
村
ほ
か
八
か
村
で
は
そ
の
翌
四
年

「閏
正
月
中
比
相
談
致
し
、領
F
村

々
に
て
飢

二
及
候
老

へ
飢
飯
米
」
(熱
椛

毓
」
)
の
下
付
を
嘆
願
し
た
。
こ
れ
に
対
し
寺

か
ら

蕪

高

二
而
飢

二
及
候
者
共
軒
別
書
付
、
唐
院

へ
差
上
候
様
L
(
纛

附
)
に
指
示
が

あ

っ
た
の
で
、
そ
の
と
お
り
飢
人
の
名
前
を
書
上
げ

て
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
正
月

の
二
十
日
に
、
六
か
村

へ
米

一
二
石
の
下

付

が

あ

り
、
そ
れ
を

一
軒
に
三
升
ず
つ
配
布

し
た
。
な
お
、
残
り
の
村

々
に
つ
い
て
は
銀
三
貫
が
交
付
さ
れ
た
。

「
三
条
村
記
録
」
に
ょ
る
と
、
天
明
四
年

(一七八四)
に
、
奈
良
町
中
に
施
米
が
あ
り
、

一
人
に
米

一
斗
ず

つ
が
、
奈
良
町
全
体
で
三
〇

〇
石
交
付
さ
れ
た
と
い
う
。
三
条
村

・
今
井
町

・
細
川
新
屋
敷
町

.
三
条
東
町

.
三
条
西
町

.
弥
勒
堂
町

.
三
綱
田
町
に
た
い
し
て
も

一
七
石
が
施
行
さ
れ
た
。

天

明

の

打

ち

こ

わ

し
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天
明
六
年

(一七八六)
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

雨
天
つ
づ
き
で
凶
作
と
な
り
、

そ
の
う
え
地
主
や
商
人
の
米

の
買
占
め
や
売
惜
し
み

も
あ

っ
て
米
価
を
は
じ
め
諸
物
価
は
日
を
追

っ
て
騰
貴

し
た
。
奈
良
町
で
は
同
年
か
ら
翌
年

の
春
ま
で
に
米
価
は
二
倍
以
上
に
は
ね
上

が

っ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
窮
民
た
ち
と
し
て
は
も
は
や
訴
願
で
は
お
さ
ま
ら
な
く
な

っ
た
。
大
坂
で
は
、
五
月
十
日
に
打
ち
こ
わ
し

が
は
じ
ま
り
、
十
二
日
に
は
、
米
商
人
や
両
替
商
な
ど
二
〇
〇
軒
近
く
が
窮
民
に
お
そ
わ
れ
た
。
五
月
十
三
目
の
夜
に
、
大
和
の
郡
山

で
打
ち
こ
わ
し
が
お
こ

っ
て
五
軒
が
お
そ
わ
れ
、
そ
の
翌
十
四
日
に
は
奈
良
で
も
打
ち
こ
わ
し
が
お
こ

っ
た
。
そ

の
状
況
に
つ
い
て
、

当
時

の
記
録
に
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

十
四

日
朝

よ
り
夕
方
迄
、
当
所
米
屋
二
十
軒
許
壊
申
候
、
十
五
日
も

一
両
軒
壊
申
候
、
依
レ
之
、

御
番
所
御
役
人
中
様
、

十
四
日
昼
後

よ
り
御
廻

り
被
レ
遊
不
怪
事

二
御
座
候
、
尤
、
居
宅
打
壊
申
候
と
申

で
も
無
レ
之
、
大
勢
集
候
て
、

ど
や
ど

や
と
内

へ
入
、
神
棚
、
仏
檀
打
く
だ
き
、
金
銀
銭

俵
物
悉

ク
大
道

へ
投
出

シ
、
米

・
塩

・
素
麺
抔

ヲ
ま
き
ち
ら
し
、
又

は
屋
根

へ
投
上
ケ
、
諸
道
具
勿
論
鍋
釜
迄
打
く
だ
き
、
着
類

・
立
具
抔

ミ
ち

ん

二
引
さ
き
、
何

と
な
く
手

二
当
リ
次
第

二
く
だ
き
申
事
、
夥
敷
事

二
御
座
候
、
其
外

こ
ぼ

つ
く

と
申
候
事
、
宮
様
御
役
人
又
者
御
番
所
御
役

人
様
、
御
詰

メ
被

レ成
候
所
も
御
座
候
、

同
十

六
七
日
当

リ

ハ
、

酒
屋

・
質

屋
抔

ヲ
何
れ
是
と
申
事
な
く
壊
と
申
張
紙

ヲ
所

々
へ
致
候
故
、
御
役

人
衆
大
勢
御
廻
り
被
レ
成
候

ゆ

へ
、
其
後
、
何
事
も
無

二御
座

一候
(「井
上
町
中
年
代
記
」)

奈
良
町

二
而

も
、
米
屋

二
十
軒
余
こ
ぼ

ち
申
候
、
其
人
弐
百
人
余
も
有
レ
之
候

へ
共
、
段

々
吟
味

之
上
四
十
人
斗
被
二
召
捕

一、籠
者
被
二
仰
付

一候

(コ
ニ
条
村
記
録
」)

こ
の
ほ
か

「
永
代
録
」

『
一
乗
院
御
用
日
記
』
天
理
図
書
館
蔵

の
近
世
文
書
な
ど
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
み
え
る
。

こ
れ
ら
の
記
録
に
よ
る
と
、
奈
良
で
は
五
月
十
四
日
に
打
ち
こ
わ
し
が
お
こ
り
、
二
〇
軒
余
の
米
屋
が
襲
撃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
参

加
者
は
約
二
〇
〇
人
で
、
そ
の
階
層
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
地
借

・
店
借
と
い
う
小
商
人

・
小
職
人
、
あ
る
い
は
旦
雇
な
ど

の
町
方
の
小
前
層
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
十
四
日
の
打
ち
こ
わ
し
は
、
群
衆
が
目
ざ
す
米
屋

へ
押
入
り
、
家
財
道
具
や
金
品
を
こ
わ

し
た
り
大
道

へ
投
出
す
こ
と
が
中
心
で
、
家
を
破
壊
し
た
り
家
人
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
騒
動
が

お
こ
る
と
奉
行
所
や
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寺
院

の
役
人
が
出
動
し
て
取
締
ま
り
に
あ
た
り
、
参
加
者

の
う
ち
約
四
〇
人
が
逮
捕
さ
れ
た
。
十
五
日
も

一
両
軒

の
米
屋
が
う
ち
こ
わ

さ
れ
、
十
六
～
十
七
日
に
は

「酒
屋
、
質
屋
を
こ
わ
す
そ
」
と
書

い
た
張
紙
が
出
さ
れ
、
不
穏
な
空
気
が
た
だ
よ

っ
た
。

こ
う
し
た
不
穏
な
動
き
を
鎮
静
さ
せ
る
た
め
か
、
同
年
九
月
に
施
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

『
一
乗
院
御
用
日
記
』

の
九
月
十
二
日
の

条
に

寺
内
勧
化
所
二
お
ゐ
て
、
奈
良
中
困
窮
之
者
へ
今
日
よ
り
御
施
行
米
被
レ下
、
壱
人
一二

日
壱
合
ツ
ツ
之
割
合
二
而
今
日
二
日
よ
り
壱
人
二
弐
合

ツ
ニ
被
レ下
之
、
格
日
二
被
レ下
候
、
惣
人
数
凡
五
六
百
人
有
レ之
候
事

と
あ
り
、

一
日
に

一
～
二
合

の
米
を
数
百
人
の
困
窮
者
に
施
し
た
と
記
し
て
あ
る
。

天
明
七
年

(一七八七)
五
月
に
集
中
し
て

全
国
各
都
市
で
お
こ
っ
た
打
ち
こ
わ
し
は
、

百
姓

一
揆
と
と
も
に
幕
藩
体
制
を
ゆ
り
動
か
す

も
の
で
あ

っ
た
。
そ

の
た
め
幕
府
で
は
田
沼
派
が
失
脚
し
て
松
平
定
信
が
老
中
に
就
任
し
た
。
こ
の
こ
と
を
蘭
学
者
杉
田
玄
白
は

「
若

此
度

の
騒
動
な
く
ぼ
、
御
政
事
改
る
ま
じ
き
な
ど
申
人
も
侍
り
き
」
(
輾
現
)
と
評
し
、
国
学
者
本
居
宣
長
は
同
年
十
二
月
に

『
秘
本
玉

く
し
げ
』
を
あ
ら
わ
し

「
百
姓
町
人
大
勢
徒
党
し
て
強
訴
濫
放
す
る
こ
と
は

(中
略
)
い
つ
れ
も
下
の
非
は
な
く
し
て
、
皆
上
の
非
な
る

よ
り
起
れ
り
、
今

の
世
、
百
姓
町
人
の
心
あ
し
く
な
り
た
り
と
は
い
へ
ど
も
、
よ
く
よ
く
堪
が
た
き
に
い
た
ら
ざ
れ
ば
、
此
事
は
お
こ

る
も

の
に
は
あ
ら
ず
」
と
の
べ
、
民
衆

の
反
抗
は
悪
政
が
原
因
で
あ
り

「
上
た
る
人
、
深
く
遠
慮
を
め
ぐ
ら
さ
る
べ
き
也
」
と
警
告
し

て
い
る
。

老
中
に
な

っ
た
定
信
は

「御
艱
難

の
御
時
節
に
て
、
人
の
臣
た
る
も
の
心
力
を
可
レ尽
の
期
」
(焔
辞
コ
と
う
け
と

め
、
農
村

の
復
興
や

都
市
下
層
民
の
救
済
に
力
を
そ
そ
い
だ
。
し
か
し
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
寛
政
の
改
革
も
結
局

は
不
成
功
に
終
わ

っ
た
。

天
明
七
年

(一七八七)
の
打
ち
こ
わ
し
の
あ
と
も
、
物
価
は
下
落
せ
ず
、

民
衆

の
生
活
難
は
つ
づ
き
、

不
穏
な
動
き
が
な
お
や
ま
な
か

っ
た
。
同
年
六
月
に
は
、
東
大
寺
管
ド

の
八
幡
大
宮
神
人
五
人
と
若
宮
神
人
二
人
が
、
物
価
高

の
た
め
神
役
を
勤

め
難
い
と
し
て
救
助
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を
願
い
出
た
の
に
対
し
て
、
東
大
寺
側
で
は
相
談
の
う
え

一
人
に
鳥
目
二
貫
文
を
与
え
た
と
い
う
。

ま
た
、

翌
天
明
八
年

(
一七八八)
の

七
月
に
は
、
東
大
寺
領
下
四
か
村
の
百
姓
が
銀
子
二
〇
〇
目
の
下
付
を
嘆
願
し
て
許
可
さ
れ
た
(
「東
大
寺
年

中
行
事
記
」
)。

天
明

の
飢
饉

の
後
も
災
害
は
続
き
、
そ
の
た
め
に
天
保
年
代
に
な

っ
て
つ
い
に
慢
性
的
な
飢
饉
と
な

っ
た
。
そ
の

天

保

の

飢

饉

惨
状
を
奈
良
町
に
つ
い
て
記
し
て
み
ょ
う
。

天
保
四
年

(穴
三三)
十
二
月
に
、

大
豆
山
町
の
美
濃
屋
新
八
ほ
か
五

名
の
有
力
町
人
が
中
心
に
な

っ
て

「身
柄
宜
敷
も
の
」
四
八

一
人
か
ら
、
三
〇
五
石
四
斗
五
升

の
米
を
集
め
、
大
豆
山
町
の
崇
徳
寺
で

生
活
困
窮
者
に
施
行
を
し
た
。
同
月
二
十
四
日
と
二
十
五
日
に
は
、
町
方
困
窮
人
三
七
六
九
人
に
対
し
て

一
人
前
五
升
ず
つ
が
施
行
さ

れ
た
。

翌
年
三
月
末
に
な

っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
残
米
八
七
石
と
東
大
寺
や
興
福
寺
な
ど
か
ら
集
め
た
米

一
一
四
石
五
斗

と
あ
わ
せ
て
、
再
び

施
行
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
三
九
〇
三
人
に
対
し
て
、

一
人
前
三
升
五
合
ま
た
は
二
升
宛
の
施
行
が
行
な
わ
れ
た
。

天
保
七
年

(
穴
三六
)
は
、

大
雨
が
つ
づ
い
て
凶
作
と
な
り
、

例
に
よ
っ
て
物
価
が
騰
貴
し
て
施
行
が
行
な
わ
れ
た
。

『
万
大
帳
』
に

は
、
そ
の
状
況
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

三
月

よ
り
八
月
迄
大
雨

つ
づ
き
、
米
穀
高
直
、
百
三
拾
匁

よ
り
弐
百
目
迄
登
り
、
酉
正
月
白
米
壱

升

二
付
弐
百
弐
文
前

同
様

二
御
座
候
。
申
九
月

よ
り
橋
本
町
口
所

二
お
ゐ
て
諸
株
組
合
よ
り
度

≧
施
行
有
レ之
候
事
。
中
困
窮
人

・
極
困
窮
人
合
三
千

四
百
人
余
、
度

≧
施
行
申
受
候
。
極

困

窮

人
之
者
共

二
者
御
役
所
様

よ
り
も
御
施
行
[
凵
申
候
事

右
に
依
れ
ば
、
困
窮
の
た
め
施
行
を
受
け
た
も
の
が
三
四
〇
〇
人
余

に
も

の
ぼ

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
い
で
天
保
八
年

(一八三七)
も
引
き

つ
づ
き
大
飢
饉
と
な
り
、

米
価
が
高
騰
し
て
困
窮
者
や
餓
死
者
が
ふ
え
た
。

奈
良
奉
行
が
こ
の

年
、
難
渋
人
の
な
か
で
施
行
を
希
望
す
る
も
の
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
八
七
〇
〇
人
に
お
よ
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
奈
良

の
人
口
の
約

三
分

の
一
近
く
に
も
あ
た
る
多
人
数
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
年

の
惨
状
を
脇
戸
町
の

「永
代
録
」
に
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
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衆
中
ハ
御
職
業
無
レ之
、
下
ハ
誠
二
大
つ
ま
り
、
当
地
近
辺
末
久
之
衆
ハ
、
毎
日
近
在
辺
へ
あ
ぜ
道
二
有
レ之
候
例
年
く
ひ
申
候
つ
く
し
、
よ
め
菜

の
た
ぐ
ひ
ハ
申
二
不
レ及
、
た
ん
ぽ
瓦
、
お
ぼ
こ
其
外
少
し
や
わ
ら
か
な
る
も
の
の
、
不
レ残
つ
み
た
や
し
、
近
在
辺
わ
ら
び
、
ぜ
ん
ま
い
又
藤
の

木
若
葉
、
松
の
皮
寔
二
不
怪
も
の
迄
、
く
ひ
申
様
二
相
成
、
や
か
ま
し
く
事
に
て
、
右
之
外
、
米
類
二
近
キ
も
の
ハ
小
麦
之
ふ
る
ひ
か
す
も
み
ち

と
米
の
糠
と

一所
こ
ね
り
て
く
ふ
も
の
も
有
レ之
、
実
二
不
怪
事
紙
筆

二
尽
し
が
た
く
候

大
飢
饉
に
お
け
る
悲
惨
さ
は
想
豫
を
絶
す
る
も

の
が
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
窮
状
は
奈
良
ぼ
か
り
で
は
な
く
全
国
的
な
も

の
で
あ

っ
た
。
大
飢
饉
に
よ
る
農
業
生
産
の
荒
廃
は
、
百
姓

一
揆
や
打
ち
こ

わ
し
を
頻
発
さ
せ
た
。
近
世
の
都
市
騒
擾

の
総
件
数
は
三
四

一
件
を
数
え
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
天
保
期
だ
け
で
七
四
件
と
二
割
近
い

比
率
を
示
し
て
い
る
。

飢
饉
が
本
格
化
し
た
天
保
四
年

(一八hlhl)
か
ら
打
ち
こ
わ
し
は
各
地
に
ひ
ろ
ま
り
、

都
市

の
食
料
事
情
が
最
悪

の
状
態
を
む
か
え
た
天
保
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
は
、
打
ち
こ
わ
し
は
ほ
と
ん
ど
全
国
的
規
模
を
と
る
よ
う
に
な

っ
た
。

都
市
の
な
か
で
も
幕
府
の
直
轄
都
市
で
あ
る
江
戸

・
大
坂

・
京
都

の
三
都

の
状
況
は
深
刻
で
、大
坂
で
は
、
天
保

七
年

(一八三六)
に
は

餓
死
者
が
多
い
と
き
に
は

一
日

一
七
〇
人
に
も
の
ぼ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
も
町
奉
行
は
適
切
な
救
済
手
段
を
と
ら
ず
、
商
人
は
米

の
買
占
め
を
お
こ
な

っ
た
の
で
、
つ
い
に
打
ち
こ
わ
し
が
お
こ

っ
た
。
有
名
な
大
塩
平
八
郎
の
乱
で
あ
る
。
天
保
八
年

(天
三七)
二
月
、

反
乱
は
わ
ず
か
半
日
で
鎮
定
さ
れ
、
平
八
郎

は
四
〇
日
間
消
息
を
絶

っ
た
が
、
こ
の
間
幕
府
は
各
地
に
人
相
書
を
回
し
て
探
索
に
つ
と

め
た
。
そ
の
と
き
の
通
達
の
写
し
が

『
万
大
帳
』
や

「東
大
寺
年
中
行
事
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
の
奈
良
や
郡
山
の
状
況

に
つ
い
て
、

「
永
代
録
」
に
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

諸
式
高
直
、
直
段
ヤ
カ
ま
し
く
、
大
坂
四
五
軒
コ
ボ
チ
御
座
候
由
、
当
地
方

ハ
殊
の
外
懈
リ
成
事

二
て
同
悦
に
候
、
郡
山
弐
軒
コ
ボ
チ
申
候
、
当

地
ハ
一
向
ヤ
カ
ま
し
き
斗
に
て
諸
商
売
と
も
至
て
不
景
気
、
布
方
ハ
サ
ッ
パ
リ
頓
ト
ア
カ
ッ
タ
リ
ニ
て
寔

二
大
困
り
二
御
座
候
。
一
統
く
ひ
兼
居

申
候

右
に
よ
る
と
、
大
坂
や
郡
山
で
は
打
ち
こ
わ
し
が
お
こ
っ
た
が
、
奈
良
で
は
不
景
気

の
中
で
も
平
穏
で
あ

っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
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他
の
町
や
村
の
記
録
を
み
て
も
、
-
奈
良
で
は
打
ち
こ
わ
し
が
お
こ
っ
た
よ
う
す
は
な
い
。

打
ち
こ
わ
し
が
お
こ
ら
な
か

っ
た
と
は
い

え
、
窮
民
は
坐
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。

天
保
八
年

(穴
三七)
七
月
八
日
付
で
、
東
大
寺
領
下
の
四
か
村
(鮴
嗣
謡
鯛
.)で
は
、
東
大
寺

に
嘆
願
書
を
提
出
し
た
。
そ
の
趣
旨
は
、

昨
年
の
年
貢
を
皆
納
し
て
い
な
い
も

の
が
あ
り
、
誠
に
お
そ
れ
多
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
物
価

の
高
騰
で
困
窮
者
が
多
く
、
切
角

の
御

施
行
も
十
分
で
は
な
い
の
で
、
重
ね
て
御
施
行
米

の
下
付
を
願
い
た
い
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
嘆
願
は
聞
き
入
れ
ら
れ
、
東
大

寺

で
は
、
雑
司
村

・
油
倉
村

の
極
困
窮
人
三
九
人
と
、
水
門
村

・
野
田
村
の
極
困
窮
人
二
〇
人
に
対
し
て
、

一
人
宛
二
四
文
ず

つ
、

一

〇
日
間
に
わ
た

っ
て
施
行
を
お
こ
な

っ
た
(
「東
大
寺
年

中
行
事
記
」
)。

な
お

コ
兀
興
寺
記
録
L

の
天
保
九
年
十

一
月

の
と
こ
ろ
に
は
、
肘
塚
村
の
小
前
百
姓
が
、
凶
作
に
つ
き
赦
免

の
儀
を
数
度
願
い
出
て

い
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
o

こ
の
天
保

の
大
飢
饉

の
な
か
で
、
奈
良
に
は
大
規
模
な
打
ち
こ
わ
し
が
お
こ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
天
明
の
飢
饉

奉
行
所
の
対
策

の
と
き
と
は
ち
が

っ
て
、
奈
良
奉
行
所
や
寺
院
、
有
産
者
な
ど
の
貧
民
救
策
が
、
比
較
的
早

く
継
続
的
に
実
施
さ

れ
た
こ
と
が

一
因
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
第

一
は
施
行
で
あ
る
。
『
松
操
録
』
に
よ
る
と
、
天
保
四
年

(穴
三三)
に
早
く
も
施
行
が
は
じ
ま
り
、
飢
饉

の
は
げ
し
か

っ
た
天

保
七
年

(一八三六)
か
ら
八
～
九
年
に
か
け
て
、
各
方
面
か
ら
た
び
た
び
施
行
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
概
要
は
つ
ぎ

の
と
お
り
で
あ
る
。

施
行
者
は
、
奉
行
所
と
富
裕
な
町
人
が
多
く
、
興
福
寺

・
東
大
寺
な
ど
の
寺
院
も
施
行
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
町
人
で
は
、
米
屋
仲
間

・
酒
屋
仲
間

・
両
替
屋
仲
間

・
質
屋
仲
間

・
古
手
屋
仲
間

・
道
具
屋
仲
間

・
油
屋
仲
間

・
布
方
仲
間

・
墨
屋
仲
間
な
ど
で
あ
る
。
施
行

物
と
し
て
は
、
米
と
金
銭
が
大
部
分
で
、
ほ
か
に
、
麦

・
餅

・
粥
な
ど
が
あ

っ
た
。
米
の
場
合
は
、

一
人

一
回
に
つ
き
二
合
五
勺
か
ら

五
升
、
金
銭
の
場
合
は
少
な
い
と
き
で

一
二
文
、
多

い
と
き
で

一
八
四
文
で
、

一
般
に
は
五
〇
文
以
下
が
多
か
っ
た
。
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奈
良
奉
行
は
、
天
保
八
年

(穴
三七)
六
月
に
、
有
徳
町
人
や
米
仲
買
人
、

大
百
姓
な
ど
を
集
め
て
、

米

の
買
占

め
や
売
惜
し
み
を
戒

め
、
米
の
大
和
以
外

へ
の
移
出
を
禁
止
す
る
命
令
を
出
し
た
。
米
不
足
に
よ
る
米
価

の
高
騰
を
防
止
し
、
困
窮
者
を
救
済
し
よ
う
と
し

ヒ
つ

と

く

た
の
で
あ
る
。
ま
た
有
徳
町
人
す
な
わ
ち
富
裕
な
町
人
に
対
し
て
は

「銘

々
身
分
に
応
じ
、
増

々
米
を
買
込
貯
置

べ
し
、
是
者
、
貧
窮

之
者
共
、
此
上
難
渋
に
及
候
節
、
救
ひ
置
度
用
意
米
也
、
此
後
、
何
程
高
価
に
相
成
候
共
、
今
之
相
場
以

っ
て
売
渡
」
し
す
る
よ
う
命

じ
た
。
貯
米
と
米
の
廉
売
を
す
す
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
大
和
国
中

の
米
仲
買
人
六
〇
〇
人
余
を
集
め
、
米

の
移
出
の
禁
止
に
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
守

ら
な
い
も

の
が
あ

っ
て
、
奈
良
町
中
が
甚
だ
難
儀
と
な

っ
た
。
そ
こ
で
、
春
以
来
の
米
の
買
入
先
や
売
渡
先
の

明
細
を
書
い
て
提
出
を
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
大
和
国
中

の
大
百
姓
を
よ
び
集
め
、
奈
良
町
中
の
貧
窮
者
を
救
う
た
め
に
、
米
を
差
出

す
よ
う
に
命
じ
た
。
大
百
姓
た
ち
は
凶
作
が
う
ち
続
き
貯
米
は
少
し
も
な
い
と
申
し
た
て
た
が
、
聞
き
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し

た
命
令
に
そ
む
い
た
場
合
は
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
た
。
米
商
人
の
な
か
で
、
米
俵

の
な
か
へ
空
豆
や
大
豆
、
芋
種
、
麦
な
ど
を
入
れ
て
ご

ま
か
す
も
の
が

=

軒
も
出
た
の
で
、
そ
の
商
人
は
全
部
営
業
停
止

の
処
分
を
受
け
た
(
『雛
喉
)。

さ
き
に
の
べ
た
貧
窮
者
に
対
す
る
施

米
は
、
こ
う
し
た
奉
行
の
措
置
に
よ

っ
て
確
保
さ
れ
た
米
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

つ
ぎ
に

「
囲
籾
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、
幕
府
や
諸
藩
は
、
備
荒
貯
蓄
あ
る
い
は
軍

事
上
の
目
的
や
米
価
調
節
の
た
め
に
米

の
貯
蔵
を
お
こ
な

っ
た
。
こ
れ
を
置
米
と
か
詰
米
ま
た
囲
米
な
ど
と
称
し
た
。
白
米
は
腐
敗
の

お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
籾
で
貯
え
る
ぽ
あ
い
が
多
か

っ
た
の
で
囲
籾
と
も
い
わ
れ
た
。

興
ヶ
原
町
有

の

「御
囲
籾
奉
レ
願
小
前
帳
」
に
よ
る
と
、
興
ヶ
原
村
で
は
、
文
化
十
年

(1八
111)
に
、
御
役
所
か
ら
下
付
さ
れ
た

一
五

石
九
斗
二
升
の

「御
囲
籾
」
を
、
小
前
百
姓
三
〇
人
に
貸
付
け
、
銘

々
の
蔵

に
入
れ
て
大
切
に
囲
み
置
い
た
と
い
う
。
『
万
大
帳
』
に
よ

る
と
、
奈
良
で
は
天
保
十
年

(一八三九)
に
、

町
中
に
囲
籾
蔵
が
た
て
ら
れ
た
と
あ
り

「井
上
町
中
年
代
記
」
に
は

「御
役
所
様
、
囲
籾

蔵
立
一一奈
良
町
中
一、
砂
持
誠

二
賑

々
敷
く
御
座
候
」
と
あ

っ
て
、
蔵

の
建
築

の
と
き

の
騒

々
し
さ
が
う
か
が
わ
れ

る
。
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蔵

の
な
か

へ
入
れ
る
籾
は
、

は
じ
め
篤
志
家

の
寄
進
に
た
よ
り
、

金
銭

コ
ニ
貫
六
四
四
匁
七
分
と
、

二
七
〇
石
余

の
米
が
集
ま

っ

た
。
し
か
し
、

こ
れ
で
は
不
足
し
た
の
で
、翌
天
保
十

一
年

(天
四〇)
に
奉
行
所
か
ら

一
〇
〇
〇
石
の
囲
籾
米
が
下
付
さ
れ
た
。
こ
れ
は

一
人
前
五
升
ず

つ
の
割
で
配
布
さ
れ
、
う
ち
半
分
は
貯
蔵
用
と
し
て
町
内
の
囲
籾
蔵

へ
納
め
、
残
り
は
食
用
と
し
た
の
で
あ
る
。
井
上

町
で
は
、
八
二
人
の
も

の
に
対
し
、

一
人
前
五
升
ず

つ
計
四
石

一
斗
が
配
布
さ
れ
、
う
ち
二
石
五
升
が
籾
蔵

へ
貯
蔵
さ
れ
た
と
い
う
。

し
か
し
、

こ
れ
で
も
な
お
不
足
し
た
と
み
え
、
天
保
十
二
年

(
天
空
)
に
は
、
さ
ら
に
八
八
二
石
の
囲
籾
米
が
払
下
げ
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
、
為
政
者
は
、
施
米
と
か
囲
籾
米
、
あ
る
い
は
米
の
廉
売
、
移
出
禁
止
な
ど
の
方
法
に
よ

っ
て
貧
窮
者

の
救
済
に
あ
た

っ

た
が
、
こ
れ
で
貧
窮
者
が
完
全
に
救
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
の
ち
、
災
害
や
飢
饉
は
や
ま
ず
、
百
姓

一
揆

や
打
ち
こ
わ
し
が
幕

末
に
な
る
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
さ
か
ん
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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被
差
別
部
落
の
動
き

文
政
九
年

(
穴
壬
ハ)
七
月
、

西
之
坂
町
役
人
か
ら
奈
良
奉
行
所
宛
に
差
出
さ
れ
た
東
之
坂
町
大
和
屋
仁
兵
衛
他
二

名
に
よ
る
川
上
村
領
内

へ
の
新
規
建
家
差
留
願
い
に
端
を
発
し
た
両
町
の
争
論
は
、
実
は
近

世
後
期

の
被
差
別
部

落
が
当
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
課
題
の
ひ
と
つ
に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

近
世
農
村
の

一
般
的
傾
向
と
し
て
、
享
保
期
を
境
に
し
た
諸
矛
盾
の
激
化
、
と
く
に
農
村
荒
廃
現
象
の
進
行
が
注
目
さ
れ
る
。
い
わ

ば
、
幕
藩
財
政

の
窮
乏
化
↓
年
貢
増
徴
政
策

の
採
用
↓
未
進
に
よ
る
欠
落
百
姓
の
増
加
↓
年
貢
収
納
量
の
減
少
↓
年
貢
増
徴
政
策
と
い

う
悪
循
環
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
こ
れ
に
対
し
て
同
じ
時
期
に
、
被
差
別
部
落
で
は
明
ら
か
な
人
口
増
加
現
象
が
認

め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
河
内
国
の
二
つ
の
被
差
別
部
落

の
近
世
中
期
か
ら
明
治
初
年
ま
で
の
戸
数

・
人
口
の
変

遷
を
み
る
と
、
戸
数

部

落

人

ロ

の

増

加
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で
二
倍
ま
た
は
三
倍
、
人

口
で

一
・
五
倍
強
な
い
し
三
倍

の
増
加
を
示
し
て
い
る
(綵
締
畉
臨
膿
咐
)。

東
之
坂
町
の
場
合
で
も
、
表
75
に
示
し
た
よ
う
に
、
寛
永
十

一
年

(
コハ三四)
の
六
五
戸
を
除
い
て
、
寛
永
二
十
年

(ご
ハ四三
)
か
ら
享
保

年
間

(至

六～
三五
)
に
は

一
七
な
い
し
二

一
戸
と
き
わ
め
て
安
定
し
た
数
字
を
見
せ
て
い
る
が
、

文
政
十
年

(穴
二七
)
に
は
五
四
戸
、
天

保
六
年

(天
三五)
に
は
七
〇
戸
、
同
八
年

(天
三七)
に
は
七
五
戸
と
急
激
に
増
加
し
、
明
治
初
年

に
は
八
五
戸
と
な

っ
て
、
享
保
年
間
ま

で
の
四
倍
強

に
も
な

っ
て
い
る
。

一
般
農
村
と
被
差
別
部
落
と
の
こ
う
し
た
き
わ
だ

っ

た
差
異
を
生
み
出
し
た
要
因
に
つ
い
て
は
種

々
の
論
議

が
あ
る
も
の
の
、
被
差
別
部
落

の
人

口
増
加
は
そ

の
内

部

に
お
け
る
増
加
、
す
な
わ
ち
自
然
増
と
と
ら
え
る
見

方
が
有
力
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
都
市
部
落
で
あ

る
東
之
坂
町
に
お
い
て
は

「東
之
坂
義
是
迄
所

々
方

々

表76東 之坂町住人屋号

屋 号1戸 数

13

4

3

2

3

2

1

26

松 屋

丸 屋

丸 の 屋

伊 賀 屋

山 城 屋

大 和 屋

ま す や

屋号なし

『松操録』文政10年覚書から

表75東 之 坂 町 戸 数 ・ 人 口 変 遷

拠典人 口

『松操録』御公役地御改之覚

『同上』東の坂五人組

藤田文庫 「奈良町中家数帳」

『松操録』五人組一札之事

r奈良坊目拙解』

『奈良地誌』

天理図書館 「大和国奈良東之坂宗門
御改帳」

同上 「奈良町公役之其外聞書之覚」

r松操録』覚書之事

天理図書館「屋敷間数并坪高御改帳」

『松操録』乍恐奉願上候

天理図書館 「奈良町戸数人員調」

78

31.8

489

家数

慶 ど
65

ユ8

ユ7

ユ9

ユ8

ユ9

ユ7

21

54

7・(幸

75

85

顳
寛永11

〃20

貞享2

元禄8

〃11

元禄年 間

享保9

享保年 間

文政10

天保6

//

明治初
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『松操録』(天 理図書館蔵)

よ
り
引
越
来
候
者
数
多
有
之
、
川
上
領
年
貢
地
借
請
家
建
致
、
自
然
人
数
相
増
L
(鴎
飄
操
燭
酷
撹
譜

牌
コ
拒
)
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
人
口
増
加
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
表
76

の
よ
う
に
文
政
十
年

(穴
二七)
の
東
之
坂
町
全
戸
数
五
四
戸
中
に

七
種
の
屋
号
が
存
在
し
、

そ

の
中
に
は
、
伊
賀
屋

・
山
城
屋
な
ど
出
身
国
に
か
か
わ
る
ら
し
い
も
の
が
あ
る

こ

と
、

ま

た

「川
上
領
年
貢
地
住
居

の
者
家
取
壊
、
夫
々
古
郷

へ
帰
村
致
候
様
」

(『松
操
録
』)
と
の
西
之
坂
町

か
ら
の
願
書

の
文
言
に
よ
っ
て
、
東
之
坂
町
に
は
在
方
諸
方
か
ら
の
流
入
人
口
が
相
当
多
く
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
町
の
人
口
増
加
は
、
自
然
増

の
ほ
か

に
社
会
増
に
よ
る
も

の
も
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
部
落
人
口
の
増
加
を
可
能
に
し
た
理
由
は
何
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第

一
に
あ

げ
る
べ
き
は
、
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
の
人
情
的
な
連
帯
感
で
あ

っ
た
と
思
う
。
そ
こ
に
は
共

に
生
き
て
い
く
た
め
の
相
互
扶
助
の
意
識
が
強
く
あ

っ
て
、

こ
れ
が
流
入
す
る
人
々
を
受
け
入

れ
得
た
の
で
あ

っ
た
。
第
二
に
は
、
こ
の
増
加
人
口
を
吸
収
し
う
る
だ
け

の
経
済
的
な
諸
条
件

が

あ

っ
た

か
ら

で

は
な

か
ろ

う

か

。

こ

の

こ
と

は
、

一
般

農

村

の
人

口
停

滞

と

も

対

比

す

べ

き

こ
と

で

あ

る

が
、

そ

の

一
斑

は
次

項

で

ふ
れ

る

こ

と
と

す

る
。

つ
ぎ
に
、

部
落
人
口
の
増
加
に
つ
れ
て
他
領

へ
の
進
出
が
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
文
政
十
二
年

(
天
二九)
の
文
書

(『松
操
録
三
)
に
よ

る
と
、
光
蓮
寺
の
本
堂
の
大
部
が
川
上
領
に
出
て
い
る
と
い
わ
れ
た
た
め
、
東
之
坂
の
者
は
川
上
村
の
者
に
対
し
い
つ
も
卑
下
し
、
本

堂
を
壊
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ど
と
案
じ
て
い
た
が
、
そ

の
う
ち
東
之
坂
町
の
者
三
人
が
こ
こ
に
家
を
建
よ
う
と
し
て
訴
訟
と
な

っ
た
。
こ

の
と
き
同
町
の
お
も
だ

っ
た
人
た
ち
が
、

四
年
間

「夏

の
炎
天
も
不
レ
恐
、

冬
の
寒
気
も
堪
え
て
色

々
憂
き
艱
難

を
尽
く
し
」

つ
い
に
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勝
利
を
お
さ
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
江
戸
時
代
後
期

に
な
る
と
、
部
落

へ
の
他
地
域

の
者

の
流
入
が
あ
る
と
と
も
に
、
部
落
民
の
他
領

へ
の
進
出
の
動
き

が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
日
常
的
に
差
別
さ
れ
た
人
た
ち
が
他

の
身
分

の
者
と
交
際
し
た
り
、
ま
た
部
落
外

へ
出
て
他
の
身
分

へ
混
入
し

て
い
く
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
の
現
象
は
自
然
発
生
的
な
姿
と
し
て
現
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
意
識
と
し
て
は
必
ず
し
も
差
別
観
が
固

定
し
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

近
世
後
期

の
被
差
別
部
落
、
と
く
に
奈
良
町
の
よ
う
な
都
市
部
に
お
い
て
、
人
口
の
急
激
な
増
加
が

み

ら

れ

た

が
、

こ
こ
で
は
こ
れ
を
支
え
た
生
産
活
動

の
一
端
を
考
え
て
み
た
い
。

先
に
引
用
し
た
文
政
十
二
年

(
穴
晃
)
の

願
書
で
、

「
(東
之
坂
町
)
自
然
人
数
相
増
候

二
付
、

履
物
商
直
職
の
者
多
く

相
成
西
の
坂
の
支
障

に
相
成
」
と

の
べ
、

ま
た
天
保
五

年

(天
三四)
東
之
坂
町
役
人
か
ら

奈
良
奉
行
所
宛
に
差
出
さ
れ
た

願
書
文
言
に
も

「
元
来
当
町
困
窮
者
の
家
業
と
申
も
僅
に
履
物
類

二

生

活

向

上

へ

の

努

力

て
、
重
に
直
職
を
致
渡
世
仕
L

(『松
操
録
』)
と
記
し
て
い
る
の
で
、
東
之
坂
町
の
民
衆
が
主
に
た

ず
さ
わ

っ
て
い
た
の
は
、
大
き
な
資
本
を
要
さ
な
い
履
物
商
お
よ
び
履
物
直
職
だ

っ
た
こ
と
も

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
東
之
坂
町

へ
の
近
世
中
期
以
降
の
在
方
諸
方
か
ら
の
困
窮
者

で
あ

っ
た
に
ち
が

い
な
い
流
入
者
が
、
履
物
商

・
同
直
職
な
ど
に
従
事
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ

と
に
こ
そ
、

文
政
九
年

(穴
二六)
七
月
か
ら
始
ま
る

東
之
坂

・
西
之
坂
両
町
の
争
論
の
原
因
が

あ

っ
た
。

履
物
は
近
世
奈
良

の
産
物

の
主
要
な
も

の
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
く
ら
い
重
要
な
も

の
で
あ

っ
た
が
、
そ

の
製
造
は
元
来
主
と
し
て
西
之
坂
町
の
人
た
ち
の
生
業
で
あ

っ
た
。
そ
の

生
産
高
は
表
77
に
示
し
た
と
お
り
で
、
同
町
の
年
間
収
入
二
八
貫
匁
の
う
ち
、
実
に
八
割
を
セ

表77西 之坂町産物(享 保年間)

高銀生産量

 

詮
13貫125匁

9貫 匁

6貫 匁

105000足

18000足

330丁

竹皮草履

セ ツ タ

鼓太

藤田文庫 「町代和田藤右衛門諸事控」から

県立奈良図書館蔵

305



ッ
タ

・
竹
の
皮
草
履
が
占
め
て
い
た
。
そ
し
て
奈
良
町
と
そ

の
周
辺
地
域

へ
の
履
物
販
売
権
は
西
之
坂
町
の
支
配

の
も
と
に
あ

っ
た
ら

し
い
の
で
あ
る
。

先
に
引
い
た
天
保
五
年

(天
三四)
の
東
之
坂
町
願
書
に
は

「
西
の
坂

畑
中
の
者
共
者
奈
良
町
中
南
北
無
差
別
西
在
迄

自
由
二
稼
仕
」
と
あ
り
、

ま
た
文
政
十
二
年

(天
二九)
の
願
書
に
も

「毎
年
十

一
月
廿
七
日

御
春
日
若
宮
様

の
御
祭
礼

二
付
、
夫
よ
り

八
日
の
間
猿
沢
池

の
側
に
於
而
店
出
仕
候

二
付

(中
略
)
、

近
年
西
の
坂
の
者
共
万
事
我
侭
に
支
配
仕
、

右
場
所

の
内
自
分
勝
手
宜
敷

(占
)

く
じ

(等
)

場
所
を
専
領
致
、
残
る
場
所
を
六
ヶ
村
の
者
共

へ
鬮
引
為
致
、
地
代
銭
は
善
悪
高
下
無
差
別
に
当
分
に
相
懸
候
」

(
『松
操
録
』
)
と
も
あ

っ
て
、
西
之
坂
町
の
人
た
ち
は
奈
良
町
を
自
由
に
ま
わ

っ
て
履
物
の
商
売
を
し
、
か
つ
猿
沢
池
辺

へ
の
出
店

に
つ
い
て
地
代
銭
を
徴
収

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
死
神
鹿
処
理
権
が
由
緒
に
よ

っ
て
東
之
坂
町
松
屋
甚
右
衛
門
家
に
属
し
て
い
た
よ
う
に
、
何
ら
か
の
由
緒
、
伝

統
に
よ

っ
て
西
之
坂
町
に
奈
良
町
履
物
製
造
販
売
の
独
占
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
中
で
、
東
之
坂
町
住
人
の
川
上
村
領

へ
の
新
規
建
家
お
よ
び
同
町
で
の
履
物
商
い
が
願
い
出
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
と

き
西
之
坂
町
か
ら

の
差
留
要
求
は
強
く
、

つ
い
に
文
政
十
二
年

(天
二九
)
七
月
に
は
大
和
屋
仁
兵
衛
他
二
名

の
建
家
は
取
壊
さ
れ
、

こ

の
訴
訟
は
西
之
坂
町
の
勝
利
に
終
わ

っ
て
い
る

(『松
操
録
』)
。
こ
の

一
件

は
限
ら
れ
た
部
落
産
業

の
中
で
、

い
か
に

こ
れ
を
守
り
、
ま
た

生
産
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
か
の
闘
い
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
履
物
製
造
な
ど
部
落
産
業
の
生
産
力
が
あ
る
程
度
部
落
人
口
を
支
え
得
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、

つ
ぎ

の
事
業
も
こ

の
こ
と
を
考
え
る
材
料
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
、
部
落
の
人
た
ち
が
制
限
さ
れ
た
職
業

の
生
産
技
術

の
熟
練
と
向
上
に
つ
と
め

て
、
そ
の
生
活
を
支
え
よ
う
と
し
た
日
常
の
努
力
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「諸
太
鼓
并

に
鼓
み
な
ど
は
、
別
け
て
仕

立
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

秘
密
口
伝
な
ど
こ
れ
在
り
候
」

(『松
操
録
』)
と
あ
る
よ
う
に
、

革
細
工
の
技
術

の
向
上
に
努
め
た
。
幕
末

の
奉
行
川
路
聖
謨

(第
五
章
参
照
)

の

『
寧
府
紀
事
』
に
、
部
落
の
人
た
ち
に
皮
の
鍔
や
甲
冑
を
作
ら
せ
て
吟
味
し
た
が
、
よ
い
も
の
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
喜
ん
だ

記
事
や
、
古
市
の
藤
堂
藩
の
役
人
が
皮
陣
笠
を
三
〇
具
注
文
し
た
話
な
ど
が
み
え
る
。
家
内
手
工
業

の
過
重
労
働

の
中
で
技
術
を
生
か
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し
て
生
産

の
増
加
に
つ
と
め
、
過
酷
な
境
遇
か
ら

の
脱
却
に
努
力
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

二
つ
に
は
、
他

の
職
業

へ
の
転
出
を
願

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
い
ち
じ
る
し
い
の
は
農
業

へ
の
志
向
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
部
落
内

人

口
の
増
加
に
伴
う
過
剰
労
働
力
と
貧
困
か
ら

の
脱
出

へ
の
必
死

の
努
力
と
で
あ

っ
た
が
、
同
時
に
農
民
身
分

へ
の
解
放
の
願
望
の
現

れ
で
あ

っ
た
。
部
落

の
人

へ
の
零
細
な
土
地

の
売
券
や
譲
り
状
が
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
土
地
は
お
そ
ら
く
出
作
地
と
し
て

求

め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
部
落

の
周
辺

の
土
地
は
、
耕
地
が
狭
い
だ
け
で
な
く
、
地
質
や
水
利
な
ど
の
立
地
条
件
に
も
恵
ま

れ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
、
わ
ず
か
な
土
地
で
も
求
め
て
出
作
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ

っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
部
落
産
業
に
お
け
る

部
落
民
同
士
の
争

い
や
、

生
産
技
術
の
熟
練
と

技
術
向
上

へ
の
工
夫
、

そ
し
て
農
業

へ
の
進

出
、
あ
る
い
は
と
く
に
記
さ
な
か

っ
た
が
賃
銀
や
鹿

の
角

の
代
銀

の
値
上
げ

の
要
求

(「庁
中
漫
録
」)
な
ど
は
、

日
常
的
な
生
産
活
動
に
お

け
る
解
放

へ
の
闘
争
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

日
常
的
な
生
産
闘
争
に
よ

っ
て
、
生
産
力
が
増
大
し
、
人
口
増
加
を
あ
る
程
度
支
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ

な
い
。
川
路
聖
謨

の

『寧
府
紀
事
』
に
よ
る
と
、
西
本
願
寺
か
ら

の
法
主

の
巡
行
に
あ
た
っ
て
、
え

た

町

か
ら

二
〇
両
を
差
し
出
し
た
こ
と
で
、
奉
行
が
驚
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
生
活

の
条
件
は
決
し
て
よ
い
も
の
で
は
な

か

っ
た
。
そ
れ
故
、
米
が
高
値
に
な

っ
た
り
、
き
き
ん
に
襲
わ
れ
た
り
す
る
と
、
他
の
町
よ
り
と
く
に
は
な
は
だ
し
く
困
窮

に
お
ち
い

る
こ
と
に
な

っ
た
。
た
と
え
ば
、
天
明
四
年

(
一七八
四)
閏
正
月

の

「奉
行
所
公
用
帳
」
(船
矯
隣
馘
鰍
灘
↓

に
は

「
東
之
坂

・
西
之
坂

・
畠
中

三
町
之
穢
多
共
米
高
直

二
付
及
困
窮
候
問
、
御
救
米
被
下
候
様
」
に
願
い
出
た
文
書
が
あ
る
。
ま
た

『松
操
録
』

に
よ
る
と

「当
町
の

者
共
義
、

若
き
も
老
も
終
日
血
眼
に
掛
廻
働
け
共
、

一
日
僅
十
文
か
十
弐
三
文
、

斯
る
少
之
儲
に
て
、

如
何
で
か
其
日
を
過
さ
る
べ

き
、
米
価
は

一
日

一
日
貴
く
相
成

一
方
に
て
物
哀
成
躰
に
て
、
借
家
之
者
共
歎
き
悲
、・・、
最
早
此
上
捨
置
難
」
と
考
え
た
町
役
人
の
甚

右
衛
門
は
率
先
し
て
借
家

一
軒
に
対
し
て
麦
三
升
ず

つ
を
施
行
し
た
と
こ
ろ

「
七
軒

の
家
」
も
麦
を
出
し
た
の
で
、
町
民
は
袖
乞
い
に

施

米

の

要

求
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行
か
ず

に
す
ん
だ
と
い
う
。
し
か

し
、
こ
の
程
度
の
施
行
で
は
、
民

衆

の
困
窮
を
救
う
こ
と
は
不
可
能

で
あ

っ
た
。
甚
右
衛
門
は
、
昔
、

奉
行
所
か
ら
救
助
米
が
出
た
こ
と

が
あ

っ
た
と
い
う
父

の
話
を
思
い

出
し
、
同
四
年

一
月
二
十
五
日
に

奉
行
所
に
対
し
、
以
上
の
経
緯
と

趣
旨
を
述
べ
て
救
助
米
交
付
方
の

嘆
願
書
を
提
出
し
た
。
こ
の
訴
え

に
対
し
て
、
奉
行
所
で
は
、
書
き

直
し
て
再
提
出
せ
よ
と
か
、
昔
に

御
救
米
を
出
し
た
の
は
い
つ
か
調

べ
よ
と
か
い
っ
て
回
答
を
引
き
延

ば
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
訴

え
が
い
つ
し
か
奈
良
の
町
々
に
ひ

ろ
ま
り
、
四
月
ご
ろ
に
は
奈
良
の

す
べ
て
の
町
か
ら
嘆
願
書
が
出
て

表78天 保8年 東之坂町に対する施米

月 日

7.19

7.24

7.29

8.4

8.9

8.14

8.19

8.24

8.29

9.5

9.10

9.15

9.20

施行受 施行米
人 数

301人

67入

44人

210人

2ユ2人

301人

30ユ 人

30ユ 人

318人

318人

200人

318人

318人

1石055合

1.005

0.660

3.150

3.180

4.515

3.7625

3.7625

3.975

3.975

2.500

3.975

0.318

36石7斗

8升3合

1人1日 分

1合

3合

3合

3合

3合

3合

2合5勺

2合5勺

2合5勺

2合5勺

2合5勺

2合5勺

1合

代銀玄米
1升 二付

181文

ユ匁6分8厘

134文

ユ匁2分5厘

ユ27文
1匁1分8厘

ユ27文

1匁1分8厘

127文

1匁ユ分8厘

127文

1匁1分8厘

137文

1匁2分5厘

ユ55文

ユ匁4分4厘

155文

1匁4分4厘

140文

1匁3分

108文

ユ匁

ユ08文

1匁

103文

9分5厘

代 銀 計

252匁8分4厘

125匁6分2厘

77匁8ラ}8厘

371匁7分

375匁2分4厘

532匁7分7厘

447匁3分2厘

541匁8分

572匁4分

516匁7分5厘

250匁

397匁5分

30匁2分1厘

4貫515匁3分

備 考

樽井町池田屋庄右衛門方
二而売渡

先達而米売残り怖ゆへ
興福寺拝殿二而売渡

興福寺拝殿二而売渡

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

1日分
樽井町判所二而売渡

「米穀高直二付南都御奉行様御仕法方聞及書記」
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き
た
。
そ
こ
で
、
奉
行
所
は
東
之
坂

・
西
之
坂

・
畠
中
の
三
か
所
の
年
寄

・
組
頭
を
呼
び
集
め
、
先
に
出
し
た
願
書

の
印
形
を
ぬ
い
て

も
う

一
度
願
書
を
出
す
よ
う
に
命
じ
た
。
三
か
所
の
町
役
は
、
命
令
ど
お
り
に
提
出
し
、
奉
行
所

の
役
人
が
こ
れ

を
調
査

し

た

う

え

で
、
六
月
二
十
二
日
に
な

っ
て
よ
う
や
く
六

一
人
に
六
石
五
斗
の
米
が
交
付
さ
れ
た
。

「
三
条
村
記
録
」
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
は
奈

良
町
中
に
施
米
が
あ

っ
た
が

(前
節
参
照
)
、
東
之
坂
町
に
端
を
発
し
た
施
米
要
求
は
、
や
が
て
奈
良
町
全
体

の
要
求

へ
と
発
展
し
、

つ

い
に
全
町
民
が
施
米
を
受
け
る
と
い
う
成
果
を
あ
げ
た
の
で
あ

っ
た
。

ま
た
天
保
七
年

(
一八三
六)
に
も
凶
作
と
な
り
、
物
価
が
暴
騰
し
た
。

そ
の
翌
年

の
東
之
坂
町
の
施
米

の
記
録

(「東
之
坂
文
書
」)
も
あ
る
の

で
、
そ
の
実
態
が
わ
か
る
と
考
え
、
前
警
に
表
78
と
し
て
示
し
た
。
な
お
、
こ
の
年

の
三
月
、
七
、
八
日
ご
ろ
に
東
之
坂
町
の
三
人

の

者
が
同
町
の
米
屋
方

へ
赴
き
、

「米
三
升
、
我
等
三
人
之
中

へ
借
用
致
度
と
強
談
」
し
、
こ
れ
を
も
ら
い
う
け
た
。

つ
づ

い

て
三

人

は
同
町
の
花
屋
方

へ
行
き
、
借
米

の
無
心
を
し
た
が
、
主
人
が
不
在
で
あ

っ
た
た
め
、
い
っ
た
ん
引
き
あ
げ
た
。

こ
れ
に
お
ど
ろ
い
た

二
軒

の
家
は

「斯
る
時
節
柄
、
壊
に
も
逢
事
か
と
思
い
、
恐
し
さ
余
り
」
奈
良
坂
中
を
か
け
ま
わ
り
、
鳥
目
十
貫
文
を
か
き
集
め
、

一

軒
に
つ
い
て

一
八
四
文
ず

つ
施
行
し
て
鎮
撫
に
つ
と
め
た
と
い
う
。

な
お
、

さ
き

の
三
人

の
行
動
に
つ
い
て
は
、

御
目
付
か
ら

「此

後
、
同
様
之
不
埓
成
義
、

決
而
不
二相
成
一義
町
内
末

々
迄
、

得
と
聞
可
レ置
様
厳
被
二仰
付
一候
」
と
注
意
が
あ

っ
た
だ
け
で
終
わ

っ
た

(『松
操
録
』)
o

こ
の
よ
う
に
、

き
き
ん
に
当
た
っ
て
の
被
差
別
部
落
の
困
窮
の
度
合
い
と
、

救
済
施
米

へ
の
要
求
が
い
か
に
強
か

っ
た
か
が
わ
か

る
。

事
実
、

天
保
四
年

(
天
hlbl)
に
奈
良
町
全
体
で
施
行
を
受
け
た
も

の
の
数
は
四
三

二
二
人
で
あ

っ
た
が
、
そ

の
う
ち
五
〇
〇
余
人

が
被
差
別
部
落
の
人
で
あ

っ
た
こ
と
も
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。

光
蓮
寺

に
は
寛
政
十

一
年

(
一七究
)
以
降

の
過
去
帳
が
あ
る
の
で
、

同

寺

の
許
可
を
得
て
年
次
別
死
亡
者
数
を
表
79
と
し
て
み
た
。

こ
れ
が
た
だ
ち
に
災
害
年

の
部
落

の
惨
状

の
資
料
と

は
い
え
な
い
が
、

こ

の
時
期

の
人
口
増
加
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
災
害
の
年

の
死
亡
者
の
数

の
大
き
さ
が
現
れ
て
い
る
の
で
、
参
考
と

は
な
る
で
あ
ろ
う
。
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東之坂町年別死亡者表79

天災
地変
事変

死亡数

 

年
災
変
変

天
地
事

死亡数

 

年

洪水

ラ

震

レ
行
地

コ
流
大

13

5

据
1°

19

揖
12

38

16

19

25

21

26

12

饕}

墾
37

31

29

19

13

12

舞

誓

9

10

11

12

13

14

弘 化 ユ

2

3

4

嘉 永1

2

3

4

5

6

安 政1

2

3

4

5

6

万 延1

文 久1

2

3

元 治1

慶 応1

2

3

明治1

2

3

4

天
保
大
飢
饉1

8

1

7

5

7

12

6

2

3

5

2

6

16

16

8

8

6

6

10

15

19

16

6

5

12

17

6

5

9

17

5

8

6

16

28

11

20

ユ7

29

11

ユ2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

寛政

享和

文化

文政

天保

光蓮寺所蔵 「過去帳」による

 

慶
応
二
年

(丕
ハ六)
五

月

の
世
直
し
の
情
況

の
中
で
も
、
笹
鉾
町
や
福
智
院
町
の
米
屋
が
襲
わ
れ
た
程
度
で
は
あ

っ
た
。
し
か
し
、
被
差

別
部
落

の
人
々
の
施
米
要
求

の
動
き
は
、
奈
良
町
全
体

へ
の
施
米
の
実
施
と
い
う
効
果
を
あ
げ
る
な
ど
、
そ
の
果

た
し
た
役
割
は
大
き

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
み
て
き
た
よ
う
な
部
落
の
人
た
ち
の
他
領

へ
の
進
出
や
、
他
領

の
人
た
ち
と
の
相
互
交
流

の
動
き
、
あ

る
い
は
部
落
産
業
に
お
け
る
日
常
の
絶
え
ざ
る
努
力
や
農
業

へ
の
志
向
な
ど
と
と
も
に
、
奈
良
に
お
け
る
部
落
解
放

へ
の
台
動
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
や
が
て
差
別
さ
れ
た
身
分
制
度
を
解
体
さ
せ
て
い
く
大
き
な
力
と
な
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き

解

放

へ

の

台

動

施
米

要

味

奈
良
町

打
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で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
支
配
者
側
は
、

こ
の
身
分
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
の
で
あ

っ
て
、
幕
末
に
全
国
的

に
広
ま

っ
た

一
揆
や

打

ち
こ
わ
し
に
よ

っ
て
大
き
い
衝
撃
を
受
け
る
と
、
そ

の
差
別
政
策
は
か
え

っ
て
強
化
さ
れ
た
。

一
般
農
村
に
身
分
を
か
く
し
て
居
住

し
て
い
た
被
差
別
部
落

の
人

々
を
探
索
す
る
、
え
た
狩
り
な
ど
と
い
う
信
じ
難
い
弾
圧
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
か
の
開
明
的
だ
と
い
わ
れ

た
奉
行
川
路
聖
謨
で
さ
え
も

「革

の
こ
と
故
、
無
二余
義
一差
当
り
穢
多
に
さ
す
る
也
、
し
か
る
を
汝
ら
が
職
な
ど
と
お
も
ふ
は
大
成
心

得
違
也
と
、

い
た
く
叱
り
こ
ら
し
て
置
き
た
り
」
(一覊
瞞
脱
憧
ゆ
囑
彎
と
い
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
支
配
者
た
ち
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。

幕
末
に
な

っ
て
、
幕
藩
制

の
支
配
力
が
地
に
お
ち
、
封
建
的
抑
圧
が
弱
ま
る

一
方
、
西
欧
文
化

の
影
響
に
よ
る
洋
学
系

の
人
々
を
中

心

に
人
権

の
尊
重
が
説
か
れ
は
じ
め
、
幕
藩
社
会
の
教
学
を
支
え
た
儒
者
の
中
か
ら
も
、
人
間

の
平
等
に
目
ざ
め
る
人
も
出
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
社
会
の
行
き
づ
ま
り
に
対
す
る
実
感
が
よ
う
や
く

一
般
に
世
直
し

へ
の
意
識
を
も
生
む
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し

て
奈
良
で
の
解
放

へ
の
動
き
そ
の
も
の
も
、
こ
の
段
階
で
は
、
賤
視
さ
れ
た
身
分
を
つ
く

っ
て
い
る
封
建
的
身
分
秩
序
を
積
極
的
に
否

定

し
よ
う
と
す
る
論
理
に
よ

っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
と
は
い
い
難

い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ

の
た
め
に
、
解
放

へ
の
動
き
は
自
然
発
生
的

な
、
ま
た
時
に
は
無
意
識
的
な
姿
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
日
常

の
生
産
活
動
に
必
死
に
と
り
く
み
、
差
別
さ
れ

た
人
々
が
身
分
を
隠
し
、
住
所
や
職
業
を
変
え
、
身
な
り
も
農
民
や
町
民
風
に
し
て
そ

の
中
に
混
入
し
、
町
域
を

ひ
ろ
げ
て
他
の
町

へ

進
出
し
、
ま
た
施
米
要
求

の
先
頭
に
立
つ
こ
と
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
中
央
政
局
は
急
転
回
し
て
幕
藩
制
は
倒
れ
、
明
治
政
府
が
で
き
る
と
、
新
政
府
は
近
代
化
政
策
の

一
環
と
し
て
、
明
治

四
年

(穴
七
一)
八
月
に
い
わ
ゆ
る
解
放
令
を
出
し
て
、

被
差
別
部
落
民
も

一
般
平
民
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
布
告
し
た
。

こ
の
政
策

は

ま
さ
に
画
期
的
な
施
策
で
あ

っ
た
が
、
他
面
で
は
身
分
制

の
意
識
が
な
お
濃
厚
で
、
せ

っ
か
く
新
し
く
平
民
に
な

っ
た
も
の
に

「新
」
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の
一
字
を
わ
ざ
わ
ざ
か
ぶ
せ
た
。
新
し
く
平
民
に
編
入
さ
れ
た
被
差
別
部
落

の
人
た
ち
に
は
、
行
政
施
策
が
ほ
と

ん
ど
行
な
わ
れ
な
か

っ
た
う
え
に
、
平
民
に
な

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
た
特
権
は
奪
わ
れ
、
平
民
と
し
て
の
義
務
を
負
担
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
、
生
活
は

一
段
と
き
び
し
く
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
近
代
的
な
貧
困
差
別
が
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
差
別
に
加

わ
り
、
よ
り
悲
惨
な
状
態
に
お
ち
い
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「部
落
差
別
が
単
な
る
観
念
の
亡
霊
で
は
な
く
、
現

実
の
社
会
に
実
在
す

る
」
(
編
舗
翻
曠
噛
)
と
い
う
現
代
社
会
に
お
け
る
現
実
は
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
と
、
近
代
社
会
の
動
向
に
よ

っ
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
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